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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１６日（水）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後３時４１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部次長兼学校教育課長　前馬晋策　　　　　同部参事兼教育研究所長　以登田　毅

総務課長　岩見賢一郎 同課参事　日垣智之 学務課長　大橋徹之

学校教育課参事　谷田　学 人権教育室長　北橋ひとみ　教育研究所参事　平尾俊次

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　同課参事　上　清隆

青少年課長　門川好博　 市民図書館長　池上敦実

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　寺前和恵

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第１８号　摂津市民図書館等協議会条例制定の件

議案第２２号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

　　　　　　　を改正する条例制定の件

議案第２５号　摂津市青少年運動広場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第１９号　摂津市教育センター条例制定の件
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（午前９時５８分　開会）

○柴田繁勝委員長　ただいまから文教常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第９号所管分の審査を行います。

　質疑はありませんか。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　前回は、非常にハプニ

ングがありまして、また、２日間大変な

状況である中、それぞれ対応される方々

が大変なこととお察し申し上げます。

　それでは、質問したいと思いますが、

ちょっと忘れてますので、前回、どなた

がどういう発言をしたか。重なっとる面、

多々あると思いますけれど、御面倒です

けれどもう一度御答弁をお願いしたいと

思います。

　まずは、教育総務課安全対策のことな

んですけれど、ページは言いません。言

うたら大体担当の方はわかってはると思

いますので、時間の無駄やと思いますの

で。

　安全対策、幼稚園、小学校の安全対策

で、今、青色パトロール等、それから受

付員等を配置されて、小学校の安全対策

のこと、万全な体制でとらえてると思う

んですが、その上に、防犯カメラといい

ますか、学校の正門とか、校門のところ

に防犯カメラを設置して、よりその安全

対策を図られるお気持ちはないのか、お

聞きしたいと思います。

　それから、教育研究所関係ですね。不

登校等の教育相談、心理治療というふう

に書いてあるんですけれど、どういうよ

うな心理治療をされるのか、その辺をお

聞かせ願いたいと思います。

　それから、学校教育課の部活動の件な

んですけれど、学校のクラブ活動は大変

大切であるということで、教育長以下、

皆さんそのような形で御答弁されておら

れますが、ここ１０年で廃部になったよ

うな部とか、また新たに創設された部は

あるのかどうかをお聞かせ願いたいと思

います。

　それから、同じことなんですが、中学

校の部活動指導者派遣とありますけれど、

外部から何人、そのような部活動の面倒

をみに派遣されているのか、お聞かせ願

いたいと思います。

　次に、教科書採択事業の件なんですけ

れど、今後の中学校の教科書採択が平成

２３年度ということで、どのようなタイ

ムスケジュールのもと行われるのか、お

聞かせ願いたいと思います。

　それから、学力定着度調査事業、こと

し、どのような状況で行われるのか、お

聞かせ願いたいと思います。

　それから、次に小中一貫教育推進事業

ですね。小学校で小学校６年間の教育課

程をあまり終えてない子が中学校に行っ

て、更なる教育の格差が生じるのではな

いかということで、小中一貫してやろや

ないかという、そういうことも一つの事

象として行われるわけですけれど、その

ような実態、きちっと小学校課程でそれ

なりの子どもたちが、一応課程を終了し

て中学校にしっかりと行けているのかど

うか、そういうことをお聞かせ願いたい

と思います。

　学校補助員配置事業、ちょっと問題が

ある。問題があるというのは語弊なんで

すけれど、ちょっと騒がしい学校にそう

いう補助員を配置して、そういう形で補

助を行うということだとは思うんですけ

れど、その状況をお聞かせ願いたいと思

います。

　それから、学校教育相談員配置事業、

これ新規となっておりますが、初任者等
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の教職員の育成、それから学校教育相談

員配置とありますけれど、新任の先生が

来られて、たちまち子どもたちに接した

ときに、大学、それから教育実習等で学

んだこと以外のいろんなこと、想定外の

ことが、やっぱりあるというふうに思い

ます。

　特に、今メンタル面で非常に新任の先

生方が、大変な状況だというふうにお聞

きしましたし、また、社会全般的に自殺

者が３万人以上ということで、その中で

も教職員の自殺が多いということをお聞

きしましたので、どのようなフォローを

されているのか、お聞きしたいと思いま

す。

　それから、スクールガード・リーダー

配置事業、これもどういう方々が配置さ

れているのか、平成２３年度、ちょっと

お聞きしたいと思います。

　それから、土曜つながり推進事業、こ

れは代表質問でも言いました。土曜日に

ボランティアを募って子どもたちの補習

ということができないか、というような

形で代表質問でも質問させていただきま

したけれど、この土曜つながり推進事業

にそれを加えていくということができな

いのかどうか、お聞きしたいと思います。

　それから、国旗・国歌のことに関して

ですけれど、これは、代表質問でも質問

させていただきましたけれど、私が議員

になった当時から、卒業式、入学式にお

いて、しっかりと国歌を歌い、国旗を掲

揚するということで、ずっと要望してき

たことなんですけれど、その中で、学習

指導要領が変わったり、いろいろあった

んですけれど、実際、今現在においても

子どもたちは歌ってないし、先生方も歌っ

てない。以前よりは改善されたと言いつ

つも、まだそういう状況の中で、どのよ

うな指導をされたのか、そのことをお聞

きしたいと思います。

　それから、これも代表質問をさせてい

ただきましたけれど、全国学力・学習状

況調査ですけれど、代表質問では東大阪

市の例をあげさせていただいて、ある程

度目標を持って、わかりやすい目標、東

大阪市は３年で大阪府の平均、そして５

年で全国平均に持っていくということ、

そういう形をされておられるということ

で質問をしたんですけれど、御答弁の中

には、平均正答率を３０％未満の割合ゼ

ロを目標にということで言われてました。

これね、いつまで、いつを目標にそれを

行えるのか、そのことをお聞かせ願いた

いと思います。

　それから、小学校へのクーラーの設置

なんですけれど、非常にクーラー設置に

関しては、皆さんええことやということ

で、いわれておりますけれど、ただ、こ

こで考えなくてはならないのは、クーラー

を受け付けない子どもたちもいると思う

んです。御婦人方でも、クーラーがきつ

かったりということで、よくひざ掛け等

をされておる方も多いんですけれど、子

どもの中でやっぱり病弱の子どもたちと

いうのは、そのクーラーに対してアレル

ギーあるし、例えば、家庭の教育の方針

で、うちは一切クーラーをつけないとい

う家庭もあると思います。そういうこと

に関しては、どのように対応されていく

のか、お聞かせ願いたいと思います。

　次に、第６集会所の件ですけれど、来

年度はしっかりと建物を調査して、そし

て、多くの方々の意見を聞きながら、今

後の運用ということをされるということ

なんですけれど、私はもっともっと発信

していただきたいのは、行政だけで第６

集会所を自分らの宝物やと思われること

より、もっともっと広く多くの市民、そ

して大阪府民にアピールする必要がある
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んじゃないか。

　行政だけの手であそこをつくり上げる

んじゃなくて、市民の手を借りながら、

あそこをつくり上げていくことも必要な

ので、これはまず啓発をしっかりとする

ということが必要ではないかと思います

けれど、その点の御意見をお聞きしたい

と思います。

　それから、小学校の修学旅行の件なん

ですけれど、これも私ちょくちょく質問

させていただいておりますけれど、今、

修学旅行はどの方面に行かれるのか。そ

して、またその扱う業者も、以前のよう

に１業者がこの北摂全部を扱っているの

か、そういうこともお聞きしたいと思い

ます。

　それから、摂津音楽祭の件なんですけ

れど、予算の面とか、費用対効果とか、

いろいろ以前においても私は質問させて

いただいたんですけれど、音楽祭は定着

して、それなりに全国的にもそれなりの

価値があるものというふうにお聞きして

おりますし、私もそういうふうに思って

おります。

　ただ、音楽祭にせっかく予算を六百数

十万円使うんですから、やっぱりきちっ

とした効果というか、影響を与えること

も必要だと思います。しかし、ずっと閑

散としとるような状況やし、その音楽祭

自体が、一部の愛好者だけがやっている

ような、一つの音楽祭にどうしてもとら

えてしまう。

　そういう点で、毎年、いろいろな面で

質問させていただいたんですけれど、今

度はどのような方法で、どのような工夫

をして、集客を図ってやられるのかどう

か、それをお聞きしたいと思います。

　それから、こども会対策なんですけれ

ど、これも決算でもお話させていただき

ましたけれど、その決算の私の意見を聞

いて、平成２３年度はどのような工夫を

されるのか、それをお聞かせ願いたいと

思います。

　以上で、１回目は終わります。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、渡辺委員の

１回目の御質問の中、教育総務課にかか

ります御質問に対しまして、御答弁申し

上げます。

　まず、学校の安全対策、小・中学校、

また青色パトロール、受付員ということ

での御質問で、より学校内の安全対策を

図る上で、防犯カメラ設置ということの

御質問にお答えさせていただきます。

　先日の委員会でも御答弁させていただ

いておりますけれども、大阪府の交付金

が本年度で打ちきりとなり、来年度から

市単費の事業ということになるわけでご

ざいますけれども、他市におきましては、

警備会社などによります学校の安全を実

施しておりましたけれども、この交付金

がなくなることで、実質取りやめをされ

たり、最後のこの交付金で、オートロッ

クや監視カメラなどを設置する学校も、

他市ではあるというふうに伺っておりま

す。

　本市の教育委員会といたしましては、

この交付金が終了いたしましても、地域

の子どもは地域で見守るということで、

ボランティアの方々による受付員制度を

実施して、子どもの安全、学校の安全を

地域の方々の目で確認をしてまいりたい

と考えております。

　ただ、以前にも御質問があったように

記憶がございます、学校の夜間等の侵入

対策や、そのときの監視カメラ、防犯カ

メラを付けることによって、その侵入者

の検挙といいますか、役に立つのではな

いかということであったかと思います。

　本来、そうすることによって、確かに
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夜間の侵入等、犯人を検挙することには

効果的であろうかと思いますけれども、

全市的に考えまして、夜間の公園等もど

うするのかということでもございますの

で、このことにつきましては、市全体、

公共施設全体の問題であるというふうに

考えます。

　続きまして、エアコンの設置に伴いま

して、エアコンを受け付けない子どもた

ちの対策、病弱な子どもということで、

家庭ではエアコンをつけていないという

方々への対策・対応ということでござい

ますけれども、やはり、今回、エアコン

を設置させていただきますのは、昨年の

猛暑もそうでございますけれども、夏の

暑い教室、室温の高い教室の中で、なか

なか子どもが集中して学習できないとい

うことでございますので、今回、中学校

に引き続き、エアコンを設置させていた

だくところでございます。

　なお、中学校におきましても、この室

温におきましては、徹底管理を先生方に

お願いをいたしまして、夏場は２８度、

冬場につきましては２０度という設定を

いたしまして、適正な室温を徹底して管

理していただいているところでございま

す。

　したがいまして、どうしてもクーラー

の位置、席、クラスの席の位置によって

は、空調の風等が直接当たってしまうと

いう方々もおられるとお察しします。

　したがいまして、やはり、カーディガ

ン等を着ていただくというような対応で、

学校にはお願いをしたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいた

します。

　私のほうからは、以上でございます。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　不登校等の対

応にかかわりましての心理治療について、

御答弁させていただきます。

　当方では、主に二つの方法で心理治療

を行っておりますのですけれども、一つ

は、カウンセリングというものでござい

ます。これは、カウンセラーと面談をし

まして、カウンセラーからその子の思い

だとか、考え方だとか、気持ちだとかを

聞き出しまして、気持ちの整理をしたり、

特にその悩みをお持ちのお子さんは、自

分探しをしているわけで、これをカウン

セラーとともにいろいろな話をしたり、

子どものそういう思いを引き出していき

まして、生きていく力をつけるというよ

うなことをしております。

　それから、もう一つは、いわゆるプレー

セラピーというものなのですけれども、

当方でよく行っておりますのは、箱庭療

法というのをしています。

　これは、白い砂が入っておりまして、

その上に人形だとかいろんな造形物を置

きながら、はた目では遊んでいるわけな

んですけれども、それは自分の気持ちを

箱庭の画面の中につくっていくというよ

うなことで、真ん中に大きな川をつくっ

てみたりとか、自分の家の周りを強いも

ので守ってみたりとか、自分はここにい

る、そして、両親はここにいるとか、そ

の距離がうんとあったりとか、宗教的な

ものをそばにおいてみたりとか、いろん

な形でその子の気持ちを整理するために、

そういういろいろなおもちゃのようなも

のも使いながら箱庭をつくって、それを

見ることによって、またはつくることに

よって、その子の気持ちがわかったりと

か、その子が自分の気持ちについて気づ

きがあったりとかというような形で心理

治療を進めております。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、学校

教育にかかわります御質問に、御答弁申
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し上げます。

　まず、部活動にかかわっての御質問で

ございますが、この１０年、各中学校で

指導者の関係で、廃部されたり、また復

活したりした部は、球技でいえば、例え

ばラグビー、サッカー、バスケットボー

ル、バレーボール、このような部で若干、

数が変わったりはございます。

　また、女子の体操部であるとか、そう

いった部につきましても、指導者の関係

で、今ではございません。外部指導者の

人数でございますが、平成２１年度が１

３名、今年度につきましては、１２名の

外部指導者が学校のほうに派遣されてお

ります。

　例えば、吹奏楽であるとか、あるいは

サッカー、バスケットボール、バレーボー

ル、美術、このような部に、外部指導者

が派遣されておる現状でございます。

　続きまして、平成２３年度に行われま

す中学校の教科書採択のタイムスケジュー

ルでございます。

　基本的には、教育委員会が最終的に、

その権限と責任において採択を実施して

まいります。細かい日程については、ま

だ府から示されてはおりませんが、恐ら

く７月の末までに採択を済ませることに

なろうかと思います。

　今年度の場合も、８月のはじめに、若

干ずれた市もございますが、７月の末か

ら遅くとも８月のはじめに採択を、最終

的に行ってまいります。

　それへ向けて、選定委員会への諮問、

あるいは選定委員会が調査員を置くと決

定しましたら、調査員の調査研究活動を

行いまして、調査員から選定委員会への

報告、そしてまた、その報告を元にして、

選定委員会で答申をまとめて教育委員会

に答申を上げる。

　更に、その後、教育委員会で教科書に

ついて、答申、あるいは大阪府が作成し

ます選定資料を元にしながら、採択の作

業に入ってまいります。

　続きまして、学力定着度調査の平成２

３年度の実施につきまして、御説明申し

上げます。

　平成２２年度につきましては、学力定

着度調査の事業を活用しまして、全国学

力・学習状況調査の希望利用の調査を活

用し、抽出に加えて対象学年で悉皆で行

いました。その希望利用にかかわって、

採点あるいは集計の業務を委託してまいっ

たわけでございます。

　平成２３年度につきましては、全国学

力・学習状況調査につきましては、抽出

校のみの参加を行います。これは、府の

学力・学習状況調査が悉皆調査であるこ

とから、全国につきましては、抽出のみ

と決定させていただいたところでござい

ます。

　先立っての御質問にも御答弁申し上げ

ましたが、小学校２年生の当初の時期に、

いわゆる義務教育のスタートに当たって、

学校生活が、どの程度定着しているかを

確認するような実態調査を行いたいと考

えております。

　それは、小中一貫教育、あるいは就学

前教育の充実と関連したものであり、義

務教育のスタートが確実に切れているか

どうかを確認したいと思っておるところ

でございます。

　続きまして、小中一貫教育にかかわっ

て、小学校での教育課程がきちんと修了

しておるのかどうか、そのような御質問

に対しての御答弁でございます。

　もちろん、すべて確実に身につけてお

るかどうかについては、我々にとっても

自信のないところもございます。全国学

力・学習状況調査におきましては、小学

校の状況は、かなり改善されてきており
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ます。しかし、中学校でのさまざまな課

題というのは、小学校で身につけたこと

が剥落しておる状況があると、我々はと

らえております。

　したがって、小学校で身につけたもの

が、更に確実に定着するように、取り組

みを行っていく必要があると考えており

ます。そのために、各１年、１年をきち

んと積み重ね、義務教育を修了させたい。

つまり、小学校の１年生段階から毎年確

実に習得させる中で、生きる力を確実に

育んでいきたい。そのための小中一貫教

育の推進と御理解をたまわればと思って

おります。

　続きまして、中学校の学級補助員の現

在の状況です。

　スタートの時点では、警察ＯＢ、児童

養護施設のＯＢを配置しまして、特に課

題のある生徒に対しての相談活動、ある

いは教室に入れないような生徒に対しま

しての、別室での学習指導の補助を中心

に当たってまいりました。

　現在も、その状況については変わって

おりません。現在、新たに児童養護施設

のＯＢ、そしてまた、元中学校の教員を

配置して、先ほど申し上げたような生徒

に対して、相談活動、あるいは学習指導

の補助を行っておるところでございます。

　特に、不登校気味であったり、あるい

は遅刻傾向のあるような生徒に対して、

登校したときに、いろいろな形で相談を

したり、話をしたり、悩みを聞いたり、

そのことが学校生活を安定しておくれる

ことのきっかけにもなっておるような状

況はございます。

　続きまして、学校教育相談員配置事業

にかかわって、教職員のメンタルヘルス

は、非常に重要な課題でございます。

　学校での保護者対応も含めまして、非

常に課題は多岐にわたっております。そ

の中で、特に校長の所属教職員に対して

の言葉がけ、それから状況把握が重要で

あると考えております。

　私どもは、さまざまな形で、校長に対

してのヒアリングを行っております。学

力の問題、教育長が行っております評価・

育成システムにかかわる面談、そのよう

な中で、常に校長がどのように現在の教

職員の状況をとらえているのか、教育委

員会のほうでも把握しておるところでご

ざいます。

　幸い、メンタル面で病気になられる方

の数そのものは、現在、本市では減って

おります。しかし、さまざまな課題を抱

える中で、教職員が苦労しておることも

事実でございます。

　今後も、校長がいかに教職員をフォロー

するか、そしてまた、その校長を教育委

員会が支えていくかが、我々は課題であ

ると思っておりますし、取り組みを進め

てまいりたいと思っております。

　続きまして、スクールガード・リーダー

の配置事業でございます。

　これまで、このスクールガード・リー

ダーにつきましては、警察ＯＢの方を配

置してまいりましたが、次年度も警察Ｏ

Ｂの配置を現在考えております。

　本日も、朝、登校状況等を見回ってき

た様子を、その警察ＯＢの方は伝えにこ

ちらへ来てくださいました。その中で、

タイムリーに課題を把握できておる状況

はございます。警察ＯＢで、しかも摂津

警察に配属されておった方でございます

から、通学路につきましても、隅々まで

把握しており、課題についても細かく状

況を把握し、その課題解決のために、我々

にも助言をいただいておるところでござ

います。

　続きまして、土曜つながり推進事業で

ございます。
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　この事業につきましては、５月、７月、

９月、１２月、３月の第２土曜に開催し

ておるつながり集会というのがございま

して、障害のある児童、あるいは本市の

義務教育の学校を卒業した方も含めまし

て、地域でなかなかつながりというもの

がもてない中で、年間５回ではございま

すが、集まる中で、地域においてのつな

がりをより強化していこうと、そのよう

な事業でございます。

　したがいまして、土曜日の補習とは若

干、この中身は異なるものでございます。

土曜日の補習につきましては、代表質問

でも御答弁申し上げましたが、まず、教

育センターを利用しまして、土曜日に毎

週、年間を通しまして４０回から４５回

程度になろうかと思いますが、小学生を

対象に、土曜日のしゅくだい広場を開催

しようと今計画を練っております。最終

のところまで来ておりますので、近々そ

の具体については、公表できると考えて

おります。

　続きまして、国旗・国歌の指導にかか

わる問題でございます。

　以前よりも改善されたと、そのように

先ほどおっしゃっていただいたんですが、

まだまだ完全に児童・生徒が歌えておる

か、あるいは教職員も歌えておるかとい

う状況につきましては、歌えていない状

況もあるというのは事実でございます。

　そのような中で、教育委員会で指導し

てまいったのは、小学校に対しては、音

楽において全学年で君が代をいかに指導

するかでございます。時間数もそうです

が、歌えるように指導するということを

中心に、各学校に対して、校長を通じて

指導をしてまいりました。全校で、全学

年で音楽の時間に指導してきた実態はご

ざいます。

　それから、これは小・中学校でござい

ますが、特別活動のいわゆる儀式で、儀

式の中でも卒業式、入学式において国旗

を掲揚し、国歌を斉唱することについて

指導するものとする、と指導要領では定

められておりますが、特に予行演習で実

際に歌ったのかどうか、あるいは予行演

習の中で、児童・生徒に行うことの意味

の指導や説明をしたのかどうか、我々は

それを重要視してまいりました。

　過日行われました、中学校の卒業式の

予行においても、適切に予行演習では指

導されてきたと聞いております。状況と

しましては、各学校からも報告を受けて

おりますし、出席いただいた方々からも、

さまざまな御意見をちょうだいしており

ます。その中で、確実に前年度に比べて、

国旗・国歌の件については、進歩したと

は聞いておりますが、今後も取り組み、

指導を行ってまいりたいと考えておると

ころでございます。

　続きまして、学力の目標にかかわって

でございます。

　東大阪市では、３年で府の平均値を上

回る、５年で国の平均値を上回る、その

ようなことを目標とされておると、先日

も代表質問でもお伺いしたところでござ

います。

　本市といたしましては、平均正答率３

０％未満の児童・生徒をゼロにしていき

たいと考えております。１０年後に、平

均正答率３０％未満の児童・生徒がゼロ

になっているという姿を、総合計画にお

いてもお示ししたところでございます。

　ただ、１０年後にそれを実現するとい

うよりも、我々としては一日も早くその

姿を実現したいと考えております。そし

て、具体的に平均正答率３０％未満の児

童・生徒の数を減らすことで、一日も早

く府の平均、あるいは全国の平均に達す

ることを目指しております。
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　３年後、５年後を目標に数値を出すこ

とも大事かもしれませんが、まず毎年の

調査を行うに当たっては、府や全国平均

を上回ること。これを目指しておるとい

うことは、学校あるいは教職員も前提と

してはあろうかと考えておりますし、我々

もやる以上は、これまで学んだことがい

かに定着しておるかということを測るも

のでございますから、定着しておること

を目指して、日々教育実践を行っており

ますし、そのような姿があらわれること

を望んでおるところでございます。

　続きまして、小学校の修学旅行の実態

でございます。

　現在、小学校の修学旅行につきまして

は、主に広島方面、広島市平和公園を中

心に訪れまして、宿泊先が例えば、大久

野島になりましたり、その他周辺の地域

で宿泊するという現状でございます。

　また、最終的な選定業者につきまして

は、本市の場合につきましては、現状で

は１社になっております。

　ただし、小学校１０校中９校は、複数

社の見積もりを実施し、比較し検討した

上で業者選定を行っております。残る１

校につきましても、複数見積もりを今後

検討するということであり、平成２２年

度につきましても、なかなかその場所を

抑えられる業者が少ない中で、複数社見

積もりができなかったということを聞い

ております。

　修学旅行の宿泊先等でございますが、

一昨年でしたか、不幸な事故が秋吉台の

ホテルで起こりました。例えば、秋吉台

でのホテルも、実は小学校の修学旅行を

受け付けておるところは二つしかござい

ませんでした。その中で、一つのホテル

が閉鎖されまして、結局一つのホテルが

残ったのみになる。そのホテルを押さえ

るに当たって、業者との関連等もござい

まして、行き先を決めた場合に、たくさ

んの会社から見積もりを取ることが困難

な状況もございます。

　ただ、１社のみの話を聞くのでは、問

題もあるということで、現在、ほぼすべ

ての学校で複数社の見積もりを行い、検

討をしているという実態はございます。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課にかかわります２点につきま

して、御答弁させていただきます。

　まず、１点目、第６集会所の件でござ

いますけれども、第６集会所につきまし

ては、大阪府下でも数少ない大正時代の

芝居小屋でございます。

　現在、教育委員会のほうから文化財保

護審議会に、摂津市の指定文化財の候補

といたしまして諮問をしております。今

後、摂津市の指定文化財として指定する

予定でございますが、指定後の保存及び

活用方法につきましては、土地は、地元

の方の共有名義、また、建物についても、

地元から寄附をいただいたということも

ございまして、地元自治会、地元の方々

の御意見をお聞きする中で、いろいろな

判断が必要であろうかと考えております。

　ただ、第６集会所につきまして、具体

的に、市民にどう周知していくのかとい

うことでございますけれども、当然、指

定されれば市のホームページであったり、

市の広報、またマスコミへの情報提供等

は必要であろうかと考えます。また、文

化財保護条例の中でも、第５１条で市民

の観覧に必要があると認めるものについ

ては、所有者等の同意を得て標識であっ

たり、説明板、その他の施設を設置する

ことができるとなっております。

　このようなことから、第６集会所を指

定した折には、その建物を説明する標識

であったり看板、こういったものを設置
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する必要があろうかと考えております。

　また、市民の方への周知でございます

けれども、文化財保護法１８条の中でも、

市指定の有形文化財の公開は所有者が行

うとなっておりまして、今現在、市の所

有である集会所でございますので、例え

ば、そこの第６集会所の施設見学会をす

ることであったり、地域の方々に、旧の

一津屋公会堂であった当時のお話を聞く

場をもつとか、そういったことで多くの

方に第６集会所を知っていただき、摂津

から文化を発信する場になるのではない

かと考えております。

　次に、摂津音楽祭でございますけれど

も、平成２３年度の取り組みでございま

す。

　平成２３年度は、１０月１４日、１５

日、１６日に予選を行いまして、１１月

６日に本選を行う予定でございます。

　現在、摂津音楽祭の運営委員会を中心

に、詳細について詰めておりますけれど

も、広報のお知らせ版やホームページ、

ポスター、チラシなどの配布によりまし

て、市内はもとより近隣市、他府県への

啓発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

　特に、平成２１年度からは市のホーム

ページのトップページの中に音楽祭のバ

ナーをつくりまして、そこからいろいろ

な音楽祭の情報を取れるようにしており

ますが、多くの方に関心を持っていただ

き、アクセス数も多くなっているところ

でございます。

　また、市民の方も、音楽祭をやってい

るのをなかなか知らなかったとか、そう

いういいのをやってるをというのをわか

らない方も多いということで、通りすが

りの人にも音楽祭、今やってますよ、摂

津ではこういう音楽の行事をやってます

よ、ということで音楽祭の横断幕を設置

したり、周辺のお店の方々に御協力をい

ただきまして、店舗の軒先に小さな音楽

祭のバナーフラッグを２０枚程度掲出い

ただいております。

　今年度もそういった方々の御協力を得

ながら、地域全体で文化ホールの周辺の

方の御協力をいただきながら、音楽祭を

盛り上げていただけたらなと思っており

ます。

　また、音楽祭の本選でございますけれ

ども、市民の方々に音楽を聴いていただ

いて、その気に入った音楽家の方を投票

していただく聴衆審査員制度というのを

導入いたしておりますが、昨年度は１２

９名の方に御参加をいただきまして、ク

ラッシック音楽に親しんでいただいたと

ころでございます。

　あと、音楽祭のＰＲ事業といたしまし

て、市役所のロビーコンサート、また、

小・中学校へ音楽祭の出場者の方に出向

いていただきまして、リトルカメリアの

ミニコンサート、また、市内在住の音楽

家の方と音楽祭の受賞者の方が一緒に行っ

ていただくフレッシュコンサート、こう

いったことも開催しておりますけれども、

これらの事業の中で、もう既に音楽祭は

日程が決まっております。早目、早目の

うちに音楽祭の事業をＰＲして、一人で

も多くの方に足を運んでいただけるよう

な取り組みができるよう、頑張っていき

たいと考えております。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、青少年課

にかかわります御質問に、御答弁させて

いただきます。

　平成２３年度、こども会をどのような

方向に持っていくのかとのお問いと思い

ます。このこども会の目的でありますが、

地域社会で異なった年齢の子どもたちと

ふれあう中で、家庭や学校では得られな
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い貴重な経験をし、知恵や生きる力を身

につけるために、この活動をしていただ

いております。

　青少年課のほうでは、野外活動的な分

野で、中学校校区でございますが、野外

炊飯とか、キャンプ、室内レクリエーショ

ン等、そういったことについて、こども

会を通して事業展開をしております。

　それと、１日かけまして兵庫県の生涯

学習センターのほうで、これは嬉野台に

なるんですけれども、そちらのほうにつ

きましても、中学校校区単位でそういっ

た事業に参加していただいております。

　今年度２月になるんですけれども、自

治会に対してアンケート調査をさせてい

ただきました。１１３自治会がありまし

て、回答をいただいているのが８８％で

した。まだ、ちょっと分析はまだできて

ないんですが、いろんな事業に対して、

自治会を通して健全育成のために図って

いただいておりますので、今後その自治

会等いろんな関係団体と協働しながら、

こども会加入の促進を進めていきたいと

思っております。

　平成２１年から平成２２年のこども会

の加入の関係なんですけれども、平成２

１年度は、７５単位クラブであります。

平成２３年２月現在で、７８団体になり

まして、摂津小校区で２団体、味舌小校

区で１団体のこども会がふえております。

　今後、学校等を通しまして、例えばこ

ども会等の加入促進等をＰＲができるの

であれば、一人でも多くの子どもが加入

できるような形で進めていきたいと思い

ます。

○柴田繁勝委員長　答弁が終わりました。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　委員長、補正のことを

質問するのを忘れてましたので、足して

質問します。

○柴田繁勝委員長　はい、２回目で。

○渡辺慎吾委員　まず、子どもの安心・

安全の件ですけれど、予算が削られてし

まって、その中でやっていくのは大変だ

と思うんですけれど、ただ、言えること

は、やっぱり子どもたちの安全というの

は、何においても一番これは最優先すべ

きことなので、代表質問で質問させてい

ただいたように、今いろいろ犯罪の抑止

と、犯罪防止と、例えば不幸にして犯罪

が起きたときも、その犯人検挙につなが

るというのは、この防犯カメラが物すご

く今クローズアップされているわけです。

　やっぱりそういう面でも、当然、そう

いう受付員とか、そういう方々もおられ

るわけですけれど、決して屈強な若者が

やってはるということじゃないわけです

から、やっぱりそれなりの、第一線を離

れた方々がボランティアでやっておられ

るということなんで、そういう点も考え

ますと、きょうび、いっぱい子どもたち

をめぐる、本当に理解に苦しむような方

もおられるわけです。だから、子どもの

命をおもちゃみたいに思っている人も現

実におるし、つい二、三週間前にそうい

う事件ありましたよね。

　そういう方々が、人権問題もあって、

いろんな公的機関が介入できない状況で

おられるわけですから、しっかりとそう

いう防犯対策は万全に期するにこしたこ

とないわけであって、そういう点で、何

とか工面しながら、その防犯カメラを設

置する、そういう考えはないのか、もう

一遍ちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

　それから、心理カウンセリングの件な

んですけれど、非常にその内容はよくわ

かりました。これは、予算ですから、過

去はどうやったいうのは、あんまり聞く

ことはあれなんですけれど、ただ、そう
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いう点で、例えば何人ぐらいの不登校の

相談が来て、その不登校の子どもがそう

いうカウンセリング療法によって、どの

ぐらい、それから立ち直ったかというこ

とをお聞かせ願いたいなと思います。

　それから、教職員のメンタルの件なん

ですけれど、非常に学校の先生、大変や

と思います。モンスターペアレント等で

保護者もいろいろな考え方の方おられま

すし、特に、新任の先生いうたら、私も

経験あるんですけれど、なめてしまうん

ですよね。新しく入ってきた先生という

のは、非常に緊張しながら入ってこられ

て、生徒としてはええ餌食といいますか、

言葉は悪いんやけれど、からかうにはちょ

うどええ存在になるという形で僕はおっ

たわけです。

　そういう点で、非常に子どもたち、ま

た先生間、それから保護者、そういうこ

とで三派攻撃じゃないんやけれど、そう

いう点を、うまいく調和を取れない新任

の先生もたくさんおられると思いますし、

それが新任じゃなくてもベテランの先生

にもやっぱりそういう方もおられると思

いますので、そういう点でよりフォロー

できるような対応をやってもらわんこと

には、非常にこれからの金の卵ではない

けれども、これからの子どもたちを担っ

ていただく職員が、それでつぶされてし

まうようではあかんので、そういう点を

しっかりとフォローしていただきたい、

これ要望にしておきます。

　それから、クラブ活動なんですけれど、

特定のクラブはそういう形で廃部になっ

ても、また復活するということがあると

いうことで御答弁いただいたんですけれ

ど、その新たにクラブをつくりたい、例

えば、体育協会に私は属してますけれど、

体協に属しておるいろんな種目があるわ

けですね。

　その中で、毎回評議会においては、そ

の子どもたちの実績、大人たちの実績、

大阪府下でこうやったとか、ああやった

とか、僕らはよう聞くんですけれど、悲

しいかな、そのクラブがないということ

で、そういう優秀な子どもたちがつぶれ

てしまうような、そういうこともあるわ

けです。

　当然、先生方としたら、いろんなこと

で忙しいのに、ややこしいこと持ってこ

んといてくれと思うかもしれません。し

かし、クラブの価値というのは、私なん

か特にそうですわ、高校のときに、おま

え何家や言われたら、剣道家ですと言う

し、私は、大学のときに何学部や言うた

ら剣道部ですと言いますし、本当にクラ

ブの中で育って来たような人間なんです

けれど、そのことによって、いろんな人

間的な上下関係とか、そういうことをしっ

かりと教えられて、学校教育の中に当然

部活動はあるんですけれど、しかし、先

生に教えられんかったことでも、その先

輩に教えられたこととかたくさんあるわ

けであって、そのクラブ活動の充実とい

われるんやったら、新たに子どもたちや

ら、それから保護者の中から上がってき

たら、当然、その練習する場所等の問題

もあるかもしれんけれど、しっかりとそ

れを校長が受けとめて、また、教育委員

会がそのことを受けとめて、そういうク

ラブが将来的に子どもたちにとってプラ

スになるんやということがわかったら、

しっかりとその教育委員会も巻き込んだ

議論をすべきというふうに思うんです。

　それを校長に任せてあるから、もう校

長、学校があかん言うたらあかんのです

というような、そのような対応では、ク

ラブに力を入れてますって教育委員会が

言われるんやったら、そういうことでは

あかんというふうに思いますので、その
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点も御答弁お願いしたいと思います。

　それから、教科書採択のスケジュール

はわかりましたので、粛々と公正にやっ

ていただきたいというふうに思います。

　それから、学力定着度調査事業も、こ

れもよくわかりました。

　それから、小中一貫の事業の推進です

けれど、本当に９年間が僕は一つの大き

な義務教育課程においての流れなので、

どこかが詰まってしまったら、そこで、

もうその先が壊死してしまうというか、

完全に機能を果たさないようになる、人

間の体もそうですけれど。

　そういう形で、やっぱりどっかで詰まっ

たら、そこを通るように、すべて順調に

流れるような形の教育というのが一番い

いというふうに私は思います。

　だから、その点はしっかりと小・中学

校の先生方にスクラムを組んで取り組ん

でいただきたい。そのことが、すべてに

つながっていくと思うんですよ。全国の

調査とかいろいろありますけれど、そう

いう点につながっていくと思いますので、

その点をしっかりとお願いしたいと思い

ます。これも要望しておきます。

　それから、学級補助員の配置事業、現

実にどの学校で何人ぐらい配置されるの

か、それをお聞かせ願いたいと思います。

　それから、さっきも言いましたように、

学校の先生は、保護者からの要望をまじ

めやからすべて聞かなあかんというよう

な感じで、すべて受けとめてしまう先生

もおられると思います。

　これも、さっきの初任者のメンタルヘ

ルスにつながっていくと思うんですけれ

ど、学校教育相談員配置事業に関してな

んですけれど、その辺は先生方からもしっ

かりと保護者に言うべきだと思うんです

よ。これはできるけれどこれは家庭でやっ

てくれ、これは学校でやるということを、

明確にやっぱり言わなあかんというふう

な、そのような時代に来てるんじゃない

かと思うんです。

　先生方はまじめやから、言われたらも

う全部受けとめて、全部こなさなあかん

と思うから、いろいろなことで大変な状

況になるのであって、逆に家庭教育のこ

とを我々に責任を負わされても困ります

というようなことで、はっきりと言わな

あかんし、そういう仕分けも明確にすべ

きと違うかなと思います。これも、単な

る私の意見ですから、要望です。

　それから、このスクールガード・リー

ダーですけれど、これも何校に何人配置

する予定なのか、お聞かせ願いたいと思

います。

　土曜つながり推進事業、これもわかり

ました。

　それから、土曜のしゅくだい広場の件

にからめて、それもよくわかりましたの

で、よろしくお願いします。もうちょっ

としたら具体化して、されるわけですね、

了解しました。

　それから、国旗・国歌の件ですけれど、

ずっと歌えるように指導しているという

ふうにおっしゃいましたけれど、私、お

とつい、二中のほうに行ってきました。

代表質問の答弁調整のときにもやってい

るということをお聞きしましたので、非

常に私は期待をして卒業式に臨んだんで

すけれど、やっぱり子どもたちはほとん

ど歌ってなかったですね。それと、やっ

ぱり歌ってない先生方もたくさんおられ

ました。こういうことは、本来、あんま

りやあやあ言うべきことやないんですわ。

当たり前のことなんです。

　当然、教育者というのは教育公務員で

すよね。やっぱり決まり事の中で、そう

いう文部科学省なり、それから府、市の

教育委員会なりで決まったことに関して
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は、公務員である限りは、しっかりとそ

のことを遵守してやるというのは、これ

当たり前のことなんです。

　私は、けじめの問題として言うてるん

ですよ。それぞれの思想のことは、どう

こう言うつもりはないわけです。そうい

う思想も持ってはるいうのは、これは自

由なことなので。ただ、こういう教育の

もとにやりなさい、これはほんなら結果

はどうかということになったら、結果が

ゼロやったら、これは教育者として不適

切なんですよ。

　例えば、九九の問題なんかでも、答弁

のときにも言いましたけれど、九九を授

業でやってくれと言われて、試験をやっ

たらほとんど０点やった。いや、私ちゃ

んと教えてますよ、でも、試験をやった

ら０点やった。それを、ちゃんと教えて

ますよと言って、ああそうかで済ますか

いうんです。当然、これは、教えておる

先生に問題があるということになるわけ

ですよね。ほんなら、その問題ある先生

をどうするかいうことです。

　今、国際化、国際化いうて世間ではい

われますよね。英語教育が必要やとか、

今、インターネット等で非常に国境がな

くなったとか、世界でもいろんな問題起

きてますよ、問題やら事件が起きてます

よね。これは、本当にそういう国際化の

あらわれというふうに思うんですけれど、

国際的なマナーというのは当然あるんで

すよ。

　当然、海外においては、さまざまな式

典、独立記念日があります。さまざまな

式典においては、やっぱり国旗掲揚、国

歌斉唱ということはやっておられると思

いますし、それが世界の常識なんです。

若者たちが世界に乗り込もうと思ったら、

世界の常識をしっかりと知っとかなあか

ん。

　そういう点を、文科省もそれぞれの教

育委員会もわかった上で、この学習指導

要領を改定して、こういうことは、より

しっかりと教えなさいということになっ

とるわけですよ。子どもたちがそういう

マナーも知らんと外国に行って、特にそ

の国家意識のきつい国で、そういう式典

のときにそんな態度を取ったときに、ど

ういうようなことを思われるか。また、

直接危害を被ることもあるかもしれませ

ん。それは、子どもたちの意思じゃない

んですよね。知らされてなかったという

ことなんです。サッカーで教えてもうと

るようなこともあるわけですよね、サッ

カーで。そのようなことが現実に起こっ

ておる。

　内心の自由があるといわれることがあ

るけれど、子どもたちには教育を受ける

権利もあるわけでしょ。ほんなら、その

先生が気に入らんからいうて、それを教

えないことを押し付けるというのはおか

しい話であって、押しつけを許さないい

うて、自分の考え方を押しつけとるみた

いなもんですよね、これは。教えなさい

いう、そういう指導があるわけですから、

そんなこと許されていいのかということ

です。

　先日も、私の家に韓国の留学生が来た

んですよ。そこで、留学生同士のコミュ

ニケーションのとり方とかいろいろ話を

聞いたんですけれど、まず、いろんな国々

の留学生が来たときに、まず、自己紹介

をする。ほとんど英語で皆やるらしいん

です、自己紹介をする。家族構成とかい

ろいろ話をするんですけれど、その中で、

みんな国の歌を歌おういうて、普通の歌

を歌う人もおりますよ、自分のポップス

みたいな。ただ、そのときに、自分の国

の国歌はどうやという話になったときに、

もうみんなが胸を張って、国歌を歌うと
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きには違う態度でしっかりと歌うている。

日本の若者に聞いたら、知らんというとっ

た。主義主張で、私はこの国家は嫌いや

から、私は歌えませんと言うんやったら

また別やけれど、知らんということは、

その周りの人ら、外人が顔を見合わせて、

ちょっとこいつおかしいん違うかという

ような態度をとったいうわけです。現実

に、そういう若者たちがおるということ

なんです。

　そのことに関して、学校の先生がどん

な責任を持ってはるんですか、学校の先

生は。これは、何十年もこんなことを、

ちょっと立ったとか、立たへんとか、歌

わへんとか、そんなことばっかりやっと

るけれど、今、日の丸を見て、わあ戦争

や、こんなもんおまえ、えらいこっちゃ

と思う若者たちが何人おりますか。

　君が代歌うて、これは天皇陛下を崇拝

する歌や、これでアジアの国民がひどい

めにおうたいうて、連想する人間が何人

おりますか。海外にもおりますか、そう

いう人。一部の考え方を逆に押しつけと

るわけです。そうでしょ。

　そういう理屈でいったら、こんなこと

で、式典で歌われへんやら、国旗を目立

たんとこに置いておこうやとか、そんな

ことにならへんと思うんですよ。家で、

毎日国旗掲揚をするわけにいかへんねん

から。学校とか、そういうとこできちっ

としたそういう式典、儀礼を教えるのは

当然な話です。それ以外の分いうたら限

られておるわけですから。

　その点に関して、現実にやってはるっ

て聞いたけれど、現実に二中の卒業式見

てこんなんやから、それは入学式も大体

想像できますわな。非常に皆さんの言う

てはることと乖離が生じておるわけです

けれど、その点についてもう一遍御答弁

お願いしたいと思います。

　それから、全国学力・学習状況調査に

関してですけれど、これも１０年いうた

ら、１０年一昔いうてね、その総計に書

かれておるということなんですけれど。

当然、その１０年が短いか、長いかは別

にして、１０年いうたら僕としたら長い

なと思うんです。

　今言うたように、結果をすぐに出せと

は言わんけれど、その辺は多くは語りま

せんけれど、しっかりと目標を前に持っ

ていかれるように、これも要望しておき

ますので、よろしくお願いします。

　それから、クーラーに関して、今言う

たように、万全の対策をやっていただき

たいと思うんです。本当に、クーラーが

苦手な子どもたちもおると思いますし、

また、その温度設定を十分気をつけても

らわんことには、もしかそういう点で、

例えば、特殊な病気を持った子どもが、

そのクーラーのせいでということになっ

たら、これはとんでもないことになるの

で、そういう点はしっかりと注意してい

ただきたい。これ要望にしておきますの

でお願いいたします。

　それから、第６集会所の件ですけれど、

これからちゃんと文化財として認定され

てからということなんですけれど。これ

は、外部から、僕もいろんな人に見ても

らったんです。大衆演劇の劇団の座長と

か、それから、映画関係のプロデューサー

の方とか、あそこへ見に行ってもらった

んですね。ほんならやっぱり、うわ、こ

れはすごいって、一遍、映画のロケに使

いたいとか、それから、この舞台で一遍

この座を開きたいとか、そういうことを

言ってはる方が多いんですよね。ようこ

んなのが残っとったないうことで。　そ

れを摂津市民が知らんのですよ、その大

切さを。地元の人は、皆知ってはると思

いますけれど。しかし、こんなものが残っ
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ているということは、貴重な存在で、私

は播州赤穂に行ってきたときに、播州赤

穂でもああいう芝居小屋が２か所あった

らしいですよ。それを、やっぱり老朽化

ということでつぶしてしもうて、今では

物すごく悔いてる言うてました。

　あれは、例の赤穂浪士の忠臣蔵の常設

小屋にしたらええ、あれあったら、本当

に。今、赤穂という町は、ほとんど塩味

饅頭か、そういう感じのだんだん、だん

だん人口が減っていっている町なので、

町おこしとしたら、本当に残しておった

らよかった言うて、今ごっつい後悔して

るって言うてはりました。

　だから、僕はあの第６集会所は、これ

からそういう芝居小屋、芝居常設小屋と

して、これは全国にアピールできるすば

らしいもんやいうて、その宝の価値が、

やっぱり市民が知らないではあかんので、

しっかりとその辺は市民に、皆さん、こ

ういうものがあるんですよ、とＰＲして

いただきたい。ほんなら、例えば人口の

目減り、徐々に、徐々に摂津市の人口は

減ってますけれど、そういう方にも摂津

市に対しての愛着もでてくるし、郷土愛

も生まれると思います。これも要望にし

ておきますので、お願いいたします。

　それから、小学校の修学旅行なんです

けれど、これも何回も質問をさせていた

だきましたけれど、何で広島やねんとい

うことなんですよ。平和教育の一貫やと

いうんやったら、ほかでもあるやろうと

いうことです。

　広島ということで限定してやるから、

今言うたようにやれる業者が限られてく

るとか、それから、宿が押さえにくいと

か、そういうことになるわけであって、

いろんな修学旅行、例えば昔の人という

のは、昔の人というたら怒られるけれど、

伊勢へ行ったり、天橋立へ行ったり、い

ろいろしとるわけですね。

　だから、そういう形で広島じゃないと

あかんというのは、これ何か条件反射じゃ

ないけれど、もう修学旅行は一切広島や

というようなことで思ってはるのかな。

　これも一遍、みんなで検討したらどう

やということで、私要望したと思うんで

すよ。またぞろ、そういう形でずっと広

島で、同じ業者。前に聞いたときも、北

摂全部が同じ業者やったですね。ほんな

らなんやねん、市の独自性より、どっか

の組織が、こういこう、ほんなら業者は

これや、と言うとるのかということ、勝

手に勘ぐってしまうわけですよ。

　おかしい話ですよ、これ。何で北摂全

部が同じ業者がやって、同じとこへ行く

というのは、これどう考えてもおかしい

ですわな。

　だれが主体の修学旅行ですか、これ。

子どもたちが、最後の授業の一貫として、

この修学旅行をするのであったら、子ど

もたちやら、地元の先生やら、保護者や

らの意見を聞いて、子どもたちが今一番

行きたいところ、ディズニーランドになっ

てしまう可能性もあるんやけれど、今、

それでも僕はええと思うんです。今、一

番行きたいところを、その修学旅行に選

んで、そこで大いに学習させるというこ

とが肝心だと僕は思う。平和教育として

行くんやったら、たくさんほかにもある

わけやから。そういう点も、何でそうい

うような形になったのか、僕何遍言うて

もそうや。その辺、ちょっともう一遍御

答弁をお願いしたいと思います。

　それから、摂津音楽祭の件に関してで

すけれど、これ１２９人ですか、入った

人員が、本選で。文化ホールは、４５０

人ぐらいのキャパがある中で、１２９人

入りましたと胸を張って言うてはるけれ

ど、そんな宝物やったら、さっきの集会
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所のところでも言いましたように、摂津

の宝物で、新人発掘のすごいもんやって

いうて、日下部先生ともお話したことあ

るんですよ。そのときに、もうこれは必

ず残していただきたいというて、私が議

長のときに、あいさつした後でそういう

話をいただいたんですけれど、それやっ

たら、それの工夫をしなさいよと僕は言

うたことあるんですよ、議長発言で。こ

んな予算も大変やし、こんだけの人数やっ

たら、議会としてもやっぱり考えてもわ

らなあかんなというような発言をしたと

きに、日下部先生がそういう形で飛んで

きはったんです。

　工夫したほうがいいですよということ

で、それなりに工夫をされたけれど、今

言うたようにほとんどの市民が、そうい

うようなすごい音楽祭やいうこと知りは

れへんのですよ。これ何年もやっとるの

に。何年もやってるのに、これ知りはら

へんし、よう来ましたというて１２９人。

そんな４５０人のキャパでそれだけの人

数、一部の特定の人のために年間六百数

十万円を出しているのかということにな

るわけですから。今それをなくせとは僕、

言うてないんですよ。それを、効果ある

ものにしようということで、私はしてく

ださいということで、何遍もこれ言うと

るんですよ。

　その辺が、非常に私は力不足というか、

皆さんの努力不足と違うかなというふう

に思うんですよ。その点、もう一遍、き

ちっと御答弁をお願いしたいと思います。

　それから、こども会対策なんですけれ

ど、３団体ふえたということで、これは

非常に喜ばしいんですけれど、私、地元

のこども会、育成会の相談役をしとるの

で、よく相談に来はるんですよね。いつ

もこの話をするんですけれど、キックベー

スボールのチームがなくなりましたので、

もうキックベースボールの試合を控えよ

うと思いますとか、それから、団体を合

併して１チームをつくるのがやっとです

とか、そういう話を聞いて、しかし、現

実やってはる、それに携わってる人はそ

ういうふうに言うてきはるんやけれど、

やっぱりＯＢとか、地域の人からいうた

ら、そんなん何とかせえというような話

に変わるわけですけれど、そうなってき

たら、だんだん、だんだんもうしんどう

なってきて悪循環ですよね。しんどうなっ

てきて、もうこども会に参加すること、

かなんわいうような人もふえてきとる、

これ現実の話なんですわね。

　それで、どうしたらいいんでしょうか

というお言葉をいただくときに、僕は、

いっつもそんな暗い顔して来るなやって

言うんですよ。来てもうたら困ると。こ

ども会に携わると人いうのは、もっと明

るい顔をせなあかんぞとか言いながら。

ということは、苦痛やと思ってあんたら

やっとるんやろって言うたら、もう苦痛

ですって言うてはりました。

　ほんなら、いや違うで、これ子どもた

ちと一緒に遊べる、大変これは楽しいこ

とやし、一緒に思い出をつくる、本当に

このことに時間も労力も割いてやるとい

うことは、喜びに感じなあかんの違うか

というようなことで、発想を転換しよう

というような話をするんですよ。

　そこで、ちょっと笑顔が戻ってきて、

どんなことをしたらいいんでしょうとか

言うから、まず、私らがちっこいときに、

楽しかったなということを思い出しましょ

う。ほんなら、小学校でお泊まり教室を

やって、肝試しでもしようかとか、それ

から、堤防でキャンプして、これはもう

国土交通省の許可があるので、堤防でキャ

ンプさせてもろて、そこでまた肝試しし

よかとか、そういう話をするんです。ほ
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んなら、わかりました言うて喜んで帰り

はって、学校に言うたらすべて却下です。

　これは、同じ教育委員会でも課が違う

からあれかもしれんけれど、学校からは、

例えば学校内に残って肝試ししたら、子

どもたちが騒ぐから、御近所から苦情が

来るとか、そういうふうなことを言われ

たとか。年、３６５日のうちの１日だけ

ですやん、それを、そういう形で断られ

たとか。結局こっち側で、やろうという

機運を盛り上げても、そっち側でつぶし

てしまうようなことで、こども会の育成

やということでしても、学校教育のほう

では、いや迷惑やというような形になっ

てしもうたら、これ何もならへんわけで

す。

　そういう点は、しっかりと共同歩調を

とって、みんなでこども会を盛り上げる

という気持ちがないとあかんわけであっ

て、協力するという姿勢が見えてない、

全然。そら、門川課長、そこは一生懸命

やってはりますよ。みんなが協力してこ

そ、こども会というのは、これ成り立っ

て行くんですから。そういう姿勢がなかっ

たら、そんなもん衰退する限りですよ、

これずっと、衰退していきますよ。

　そういう点、御答弁お願いしたいと思

いますので、よろしくお願いします。

　それから、補正のことなんですけれど、

学童保育室指導員等の賃金の減額、３,

０００万円補正について、だれかのとき

に答弁されたかもしれませんけれど、そ

の点お願いしたい。

　それから、これ細かい話になりますけ

れど、成人祭司会委託料の、これ２万２，

０００円の減額補正。

　それから、地区市民体育祭実施補助金

の４０万６，０００円の減額補正、この

３点の補正に関して、お聞きしたいと思

います。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、渡辺委員か

らの２回目の御質問に、御答弁させてい

ただきます。

　まず、防犯カメラの設置の考えはない

のかということで、改めてということで

御質問です。

　御指摘のとおり、最近、子どもが特に

犯罪に巻き込まれた悲しい、重大な事件

が発生しております。過日、３歳のお子

さんがスーパーで殺害され水路に遺棄さ

れるといった等の悲しい事件が発生した

ところでございます。その後、犯人の検

挙に当たっては、この防犯カメラという

ものが使われておりましたので、スピー

ド逮捕に至り、非常に有効であったと私

も考えておるところでございます。

　ただ、このように小学校の校門等に防

犯カメラを設置するということでござい

ますけれども、万が一事件が発生した場

合においては、その事件後において、そ

の犯人検挙に当たって、スピード逮捕と

いうようなことで、非常に有効になると

私も考えておりますけれども、教育委員

会といたしましては、この受付員制度を

平成１６年度以降配置をいたしまして、

もう既に８年近く経過するところでござ

います。

　したがいまして、この摂津市の小学校

におきましては、もう受付員がいてると

いうことが、かなり市民の方々にも定着

しているものと考えており、受付員がい

らっしゃることでそういう犯罪といいま

すか、そういった事件へのかなりの抑止

効果につながり、効果は非常に高くなっ

ているものと考えております。

　また、各学校や保護者の方々からも受

付員がいてるということで、大変安心し

ているという言葉も頂戴いたしていると

ころでございます。
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　財政面の問題等々もあり、やはり学校

だけでなく、放課後、子どもたちの行動

範囲もかなり広くなっておるということ

でございますので、学校だけの安全だけ

でなく、委員から御指摘がございました

けれど、プライバシー等の問題がござい

ますけれども、公園なりほかの公共施設、

子ども児童センター等々も含めまして、

やはり、同じ答弁になって大変申しわけ

ないんですけれども、市全体の問題とし

て考え、どのように子どもたちの安全を

守っていくかということを再度検討しな

ければならないというふうに考えます。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、渡辺

委員の２回目の御質問に、御答弁申し上

げます。

　まず、部活動にかかわってでございま

す。この部活動の中学校での位置づけを

これまでみてまいりますと、非常に曖昧

な位置づけがなされてきたというのは事

実でございます。

　随分さかのぼりますと、部活動そのも

のが選択教科の一つであったこともござ

いますし、また、部活動に加えていわゆ

るクラブ活動、週１回特別活動の中で、

どの子も何かのこの団体に所属して、週

１回は活動をしよう、そんなことがあっ

たこともあります。

　しかし、現実的に部活動とクラブ活動

の両立というのがなかなか難しい中で、

部活動をやっておれば、クラブ活動を履

修したこととする、いわゆる全員入部制

というのはかつてございました。その後、

指導要領からは全く文言が消え、今回の

指導要領の中では、教育内容としては入っ

ておりません。

　しかし、地域や学校の実態に応じて、

連携をしながら生徒の自主的、自発的な

活動であるクラブ活動を、何か有効な形

でできないか検討するようにと、総則に

述べられております。このように、非常

に位置づけも曖昧であったり、求められ

るものも時代によって変わってまいりま

す。

　そんな中で、学校も教育委員会もさま

ざまな苦慮をしてきたのは事実でござい

ます。私どもも、部活動に対する生徒の

期待というのは大きいですから、部活動

そのものは教育活動の一貫として行って

いく必要があると思っています。

　ただ、部活動が教育活動の一貫である

ならば、教育課程の中に入っておりませ

んが、その編成権というのは学校に、あ

るいはその責任者である校長にあると理

解しております。

　しかし、一方でさまざまな要望がある

中で、例えばダンスをもっとやりたいん

だとか、野球をやりたいんだとか、この

家庭での要望というのは、それぞれ社会

体育の中での、いわゆるクラブチームの

中で活動をすればいいのではないかと、

我々はそうとらえております。

　しかし、これはいろいろな協会と、あ

るいは連盟と中学校体育連盟の関係とい

うのもありまして、中体連ではその種目

はあるけれど、学校には、その部活がな

くて、中体連の大会に出られない、そう

いうときにどうしたらいいか。できたら、

学校の名前を背負って出たいんだと、そ

んな要望が実際にあるのも事実です。

　そんなときに、学校は、可能な範囲で

こたえてきたのも現実ですし、現状とし

ては、学校ができる範囲でそのようなこ

とに対応するということしかできないと

思っています。いわゆる旅費の問題もご

ざいますし、部活動にかかわっては、週

休日等の部活動の指導にかかわっても、

服務上のさまざまな制約もございます。

　そんな中で、十分要望を校長は受けと

－19－



めて、できることはこんなことです、で

きないことはこういうことです、そうい

うことの説明をきちんとしていく必要は

あると思っています。

　全部を排除するということではありま

せんが、できることをできるような形で

行っていくのが現実ではないかと、我々

はそういうふうに理解しております。

　続きまして、学級補助員、中学校の学

級補助員ですが、第二中学校に２名の継

続配置を現在考えております。予算的な

こともありまして、現在、それ以上拡大

ということはできない状況にございます。

　それから、スクールガード・リーダー

でございますが、配置そのものは１名で

すが、各小学校１０校に巡回指導を行っ

ておる状況でございます。

　おおむね学期中の３５週間、週３回、

この巡回を行って、各小学校を順番に回

り、その状況を把握し、指導しておると

ころでございます。

　続きまして、国旗・国歌でございます。

　教員が、その主義主張で教えていない

実態は現在はないと理解しております。

教育公務員でございますから、主義・主

張はありましても、全体の奉仕者として、

そしてまた、学習指導要領をきちんと踏

まえて指導を行う必要があり、本市の教

員は、そのような教員であると我々は理

解しております。

　ただ、結果としてのことを委員がおっ

しゃいましたけれども、もちろん結果と

して十分でないと、その評価については、

我々も理解いたします。

　歌えるよう指導するものとするという

ことであれば、歌えているというのは結

果であると思ってます。今のところ結果

は出ていない、我々はそう認識していま

す。

　ただ、一方で、国旗・国歌について、

国際社会の中で、尊重できる態度を養う、

音楽の中で歌えるようにという文言はご

ざいますが、この問題は、知識・技能の

問題というよりも、私は態度の問題であ

るというふうに理解しています。

　そんな中で、例えばこの起立の問題、

これについては、今年度につきましては、

当然のこととおっしゃるかもしれません

が、全校で国歌斉唱時にきちんと起立で

きるようになっており、態度については、

指導が形としてあらわれてきたと思って

おります。ほかの都道府県、あるいは大

阪府においても、他市で起立について教

職員に職務命令を出しておるところもあ

ると伺ってます。本市につきましては、

態度面で教職員に職務命令を出したりす

るような実態はございません。態度をき

ちんと教える、そして、態度を実践する、

そのような教職員がすべてであると、我々

はそう考えています。

　ただ、歌声が響くかどうかについては、

もちろん響く状況、あるいは歌える状況、

これを我々は目指してまいりたいと思っ

てますし、今後も、歌えるように指導す

る教員が自らも歌えるように、教育委員

会として、指導を続けてまいりたいと思っ

ています。

　ただ、これまでの処分案件等でござい

ますが、起立などの態度というのは結果

がすべてわかります。この起立の問題で

さまざまな裁判等もございます。しかし、

歌うときに口を開いていたかどうか、あ

るいは声が大きかったか、小さかったか、

このようなことで、これまで、例えば処

分をされるとか、そういうことはござい

ませんでした。なかなか、歌うというこ

との結果というものは、歌声の大きさと

か、あるいは口の開き方で見ることはで

きない問題ではないかと思っています。

　そこで、今できておると申し上げるつ
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もりはございませんが、更に状況が一歩

前へ進むように、今後も取り組みを進め

てまいります。

　続きまして、修学旅行の問題でござい

ます。本市教育委員会といたしましては、

修学旅行はいわゆる特別活動の学校行事、

遠足、集団宿泊的行事の一つであるとと

らえております。したがって、修学旅行

の内容、あるいは行き先、すべて学校の

教育課程の編成権の中にあると思ってい

ます。

　しかし、費用が生じます。あるいは、

子どもにとって集団活動の集大成として、

非常に大きな意味を持っておると思いま

すから、さまざまな声に耳を傾けること

は重要であると思っています。

　決して、広島という行き先や一つの業

者に任せることについて、みんなで結託

しておるという実態はないと思っていま

す。示し合わせてやっているというよう

なことはないと思っています。

　結果的に、行き先が限定されれば、業

者がだんだん、だんだん絞られてくると

いうことはあると思います。

　そんな中で、おっしゃるとおりに、だ

れが主体の修学旅行であるかといえば、

子どもが主体の修学旅行でございます。

　そして、その主体の子どもたちに必要

な義務教育の内容を、確実に身につけさ

せるのは学校の責任でございます。その

中で、学校はより説明責任があると思っ

ています。

　恐らく、渡辺委員がおっしゃっている、

広島が問題である、あるいは一つになっ

ておることが問題であるというよりも、

保護者に対して、あるいは子どもに対し

て、更にこの意味の説明であるとか、あ

るいは今回の行事のねらい、こういった

ことをもっと丁寧に、保護者等に説明を

する必要があろうかと思っています。

　教育課程の編成権は学校にありますが、

地域の実態に応じて教育課程を編成する

ものと総則にも記されております。

　そういう意味であれば、もっと保護者、

あるいは地域、児童・生徒に説明する責

任、また、すべて聞き入れることはでき

ないかもしれませんが、意見というもの

を聞く必要はある、そんなふうにとらえ

ておるところでございます。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　教育相談の中

で、カウンセリング等を受けている者に

ついてのことでございますが、現在、定

期的に相談に来られております十数人の

うち、半数が不登校に絡んでおる事例で

ございます。

　その教育相談の中で、再登校に結びつ

いた例もございますし、また、パル、そ

こにつながったり、さわやかフレンドを

受け入れたりできるようになった子もお

ります。

　保護者の方の子どもへの接し方が改善

されて、親子関係がよくなって、対人関

係が取り結べるようになったというよう

な事例もございますが、一度に課題が改

善されるということもなかなか難しゅう

ございますので、地道な取り組みを重ね

ているところでございます。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課にかかわります御質問に、御

答弁させていただきます。

　音楽祭のＰＲ活動でございますけれど

も、先ほども答弁させていただきました、

音楽祭の運営につきましては、音楽祭運

営委員会、市内の各関係団体の方にお集

まりいただきまして、どうすれば多くの

方に出場していただけるのか、また、市

民の方に来場していただけるのか、そう

いったことも含めて議論をしております。

－21－



　また、本年度も実施いたしましたが、

摂津音楽祭の来場者の方、出場者の方も

含めてアンケート調査というのを実施し

ております。その中で、やはり来場者の

方の声で、委員が御指摘のように、やは

りＰＲ不足ではないか。私、摂津市に住

んでおりながら、なかなか知らなかった

と、そういった御意見もございました。

こういったところは、私ども反省すべき

点だと思っております。

　先ほど、日程を御説明させていただき

ましたけれども、既に１０月、１１月に

開催するということが決まっております。

こういったことを早目に広報紙であった

り、ホームページに掲載する、これは引

き続き行っていきたいと思っております。

　更に、現在、文化振興市民会議という

会議もやっておりまして、市内の音楽関

係、芸能文化関係、スポーツ関係などい

ろいろな団体の方にお集まりいただきま

して、セッピィイベントガイドであった

り、文化振興のあり方について議論して

いただいております。

　こういったイベントガイドの中に掲載

することによって、音楽に関心がある方

だけではなく、多くの方に音楽祭に興味

を持っていただく、こういったことがあ

るのかと関心を持っていただける場にな

ればなと思っております。

　また、音楽祭はコンクールという性格

上、なかなか集客が難しいのが現実とい

う点もございます。こういったこともあ

りますけれども、文化振興市民会議のメ

ンバーの方、それぞれがいろいろな事業

をやっておられる中で、お互いにお互い

の事業をＰＲする。スポーツ関係の場で

も音楽祭のチラシを配っていただくとか、

こういうのもあるよといった声かけをし

ていただく。そして、お互いが相乗効果

を生み出すような文化振興、市民会議の

あり方が、音楽祭のＰＲ活動にもつながっ

ていくんじゃないかと考えております。

　そういったことも踏まえまして、音楽

祭運営委員会、また文化振興市民会議の

皆さん方のお知恵をお借りする中で、よ

り多くの市民の方に足を運んでいただけ

るように、努力してまいりたいと考えて

おります。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　そしたら、青少年課

にかかわります３点の御質問に、御答弁

させていただきます。

　まず、こども会の件につきましては、

中央の役員会が、年に１２回ございます。

それと校区の役員会が年に６回開催され

ております。恐らく今、委員がお問いの

件につきましては、校区等の問題かと思っ

ておりますので、校区の実態等をまた聞

かせていただいて、そういった学校等の

借用等につきましては、こちらのほうか

ら学校等に働きかけをさせていただきま

して、できるだけ開放していただけるよ

うに進めていきたいと思っております。

　２点目の平成２２年度の学童保育の減

額補正の件でございますが、これは学童

保育指導員の賃金が３，０００万円の減

額の内容でございますが、現在、学童保

育施設には正指導員が２０名おり、各小

学校ごとに２名配置しておりますが、平

成２２年度におきましては、病欠、それ

と育児休業をとられた職員が２名おりま

して、それで一応約７００万円の不用額

が出ております。また、入室児童数で支

援を要する児童と加配をする指導員が、

これは補助指導員というんですけれど、

これが当初予定しておりました必要人数

１２名をちょっと下回ることによりまし

て不用額約２，４００万円、合計で３，

１００万円出ておりますが、一応今回３，

０００万円の減額をさせていただいてお
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ります。

　それともう１点、成人祭司会委託料２

万２，０００円の減額につきましては、

これは成人祭につきましてはスタッフで

すね、その年齢のスタッフを集めまして、

結局自分たちでその成人祭をつくり上げ

るという目的がありまして、そのときに

司会者につきましても、すべて成人がし

ております。ただ、司会する成人がいな

いケースも含まれますので、一応予備的

な形でプロを雇うということで予算化を

しております。ただ、成人のスタッフで

すべてこなしておりますので、今回減額

をさせていただいたということになりま

す。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　１点、答

弁が漏れておりました。

　補正予算で、地区市民体育祭実施補助

金の減額補正の理由でございますけれど

も、地区体の補助金につきましては、実

行委員会を対象として補助金交付をして

おります。平成２２年度は、味舌小学校

地区に二つありました実行委員会を一つ

に統合していただきまして、味舌小学校

地区市民体育祭実行委員会ということで、

一本化されたことによります補助金の減

額でございます。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　防犯カメラの件ですけ

れど、今回の東北関東の震災でもそうで

すけれど、三陸海岸で非常に津波の被害、

過去においても起きておったいうことで、

津波の処置は万全やという形のやっぱり

対応をされておったんですね。でも現実、

こういうことです。受付員がいてはるか

ら万全やとか大丈夫やというような御答

弁やったけれど、やっぱりこれではね、

きょうび、もうどんな方がおられるかわ

からんし、ましてや高齢者の方が多いで

すよね、受付員の方は。そういうことを

考えたら、さっきも言いましたように何

事にもかえがたいのは、子どもたちの命

ですから当然そういう点のね、このカメ

ラの設置ということは安全上ね、もう必

要な時代なんですよね。その点は、プラ

イバシーというけれど、家の居間の中に

カメラを付けるんやったら別やけれど、

子どもたちの安全のためにカメラを付け

るいうことに関して、プライバシーの侵

害やという保護者なんかだれもおらへん

と思います。そういう点ね、やっぱり真っ

先にやるべきこととやらんでええことが

あると思うんですけれど、私は、やっぱ

りその防犯カメラの設置いうのは、やっ

ぱり真っ先にやらなあかんことです。

　例えば猟奇的なね、そういう方がおら

れたら次の犯罪、次の犯罪を防がなあか

んわけですよ。そういう事件が起きたら、

ほんならその犯人逮捕につなげる最高の、

最有力なものいうたら、この防犯カメラ

やと今いわれてるわけです。そういう点

で、ほかのもんをね例えばクーラー、こ

れも大切ですわな、まあ補助金も出るか

ら付けるんやけれど、でも、たちまちそ

ういう事件につながることはないわけで

すよ。だから、私は、これを最優先にす

べきというふうに思うんですけれど、も

う一遍お考えをお聞きしたいと思います。

　それと、不登校のカウンセリングは、

ようわかりましたんでして、了解しまし

た。それから、わかったやつは質問しま

せんので、よろしくお願いします。

　それから、国旗・国歌ですけれど、前

馬課長、非常にけったいな御答弁いただ

いてありがとうございます。歌うとるか

歌うてないか、その人間の感覚的な問題

やというような御答弁でね。でも現実、

僕この前の二中の卒業式見たけれど、だ

れも口ぱくぱくもしてない。音が聞こえ
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るとか聞こえへん以前の問題や、これは。

先生方も一切歌うてない、口を動かして

ない先生方もおった。そういう実態、ど

ない説明するんですか、あなた今、御答

弁されましたけれど。実際見てきたんや

から、僕。そういう御答弁されて、それ

やったらそれでええのかということでは

ないというふうには言うてはったけれど。

　実際例えば、さっきも言うたように、

処罰されるどうこうより指導力の問題に

なるわな。音楽の時間歌わせておる、勉

強、授業させておるいうてね。それやの

に実際歌わへん、これも大きな問題です

わな。それに意味あるんかということに

なるわけです。意味とは何ぞやというこ

とになるわけですよ。例えば、さっきも

言ったように九九勉強させてますよいう

て、全部０点でね、そんなんで、ああ、

もう教えてますから、教えておるみたい

ですいうて、そんなんで済むかというこ

とですわ。もうこんな御答弁、ちょっと

一遍ね、きっちりまともな御答弁くださ

いな、今実態に則した。今実態は歌うて

ない子どもたちもおったし、聞こえると

か聞こえへん問題があるんちゃうか言う

てはったからね、次長は今御答弁で。私

そんなに極端に耳も遠くもないしやね。

　そういう点でね、実態はそうじゃなかっ

たわけですから、その辺ちょっと一遍き

ちっとね、御答弁くださいな。先生が歌

うてないのに、子どもたちが歌えますか。

歌うてない先生方が何人かいてはったの

に、何で子どもたちが歌えるの。そうで

しょう、ねえ。そういう実態あるんやか

ら。だからそういう御答弁ね、全然違う

とこの御答弁してはるわけですわ、実態

とそぐわん。きっちり御答弁ください。

　それから、クラブの件ですけれど、外

部の、例えば我々剣道協会のことを言わ

せてもらいますけれど、やっぱり三中あ

たりで、子どもたちが、クラブを作って

ほしいということで、これは摂津警察と

かそういう関係で剣道をやってるはる方

が多いんでね。そういう形で要望がある

んですけれど。だから、我々剣道協会と

しても外部指導員を出しますよというこ

とをいつも言うてるんですね。そういう

ことも上がる以前に、もうけんもほろろ

な状況でそのクラブに対しては拒否され

るって。そこで、一遍みんなが集まって

どうこうとかそういう話もないって。こ

れから、授業で柔道、剣道が義務づけら

れるわけでしょ。そんなら、そういうク

ラブというのは当然あるべきだというふ

うに私は思うんですよ。やっぱりそうい

う点でね、先生とそういうクラブの子ど

もたちが一緒になって、他の生徒に教え

ることも必要やと思います。そういう点

から、実際、学校現場の校長の対応いう

のは、それぞれ違うとは思うんですけれ

ど、そういう実態があることに関してね、

一切受け付けてもらえへん、話にもなら

ん、クラブはできませんいうことを指示

されるいうことなんで、その点について

もう一遍御答弁いただきたいと思います。

　それから、修学旅行の件なんですけれ

ど、みんなで連絡をとりおうてないのに、

何かすごく皆先生同士のテレパシーとい

うのはすごいなと思いますわ。大体北摂

で、そういうことになってしまうという

のは。連絡をとりおうてのうて、そうい

うことになるというのも、非常に僕は不

可解に思うんです。今言うたように、こ

れね、はじめて質問したん違うんですよ、

これ。何回か質問しておる中で、一遍保

護者とかにそういう意見を聞いて、今後

の修学旅行の場所をやっぱり考えていか

なあかんということを御答弁いただいて

おるはずですよ、これ。そうでしょう、

教育長。それやのに、全然そういう形で
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同じところへ行って、ほんでもうこれを、

そうやってもらえる業者が、ここしかお

りまへんというような御答弁やったら、

今まで何のためにこれエネルギー費やし

て、委員会で大きい声出しながら言うて

きたいうか、その意味がわからへん。無

駄ですよね、そんなんは。ここでの話し

合いは無駄いうことになるわけですわ、

そんなんやったら。

　ここで委員が何言うてもね、はいはい

はいって言うて、その場を通り越したら

あとはええねんということになってしま

うでしょう、そんなんやったら。そんな

ら、どういうふうに過去は検討して、い

つ何どきどういう形で話し合いして結論

を出したいうこと、全部言うてください

な、それやったら。私が過去において質

問した議事録をもう一遍起こしてもろう

て。この場を過ぎればええというような

状況がね、この委員会に現実にあるんやっ

たら、これは許されるべきことと違うと

思いますので、私は。その点をお願いし

たいと思います。

　それから、補正の件に関してはわかり

ました。それと、こども会に関しては、

横の連絡をとってください。それと、例

えばこれが、こども会が直接身近やから、

もう学校の先生に言うたらええというふ

うな形で、そういうことになるんかもし

れん。もしかそういう事業のときは青少

年課へ行ってね、そちらから学校に行く

という形のほうがええと思いますね。そ

うしたら情報もしっかりと受けとめれる

し、それで支援体制も組めるというふう

に思いますし、風前のともしびになって

おるところもね、ふえたというて喜ばし

いんやけれど、風前のともしびになって

おることも多々あるんでね、そういう点、

よろしくお願いしたいと思います。

　それから、音楽祭に関しても、ようわ

かってます。これは、やっぱりその町の

状況と、その音楽祭がすごく高尚なとこ

ろがあるから、一般の方々に対してはな

かなか溶けにくいというのはわかるんや

けれど、しかし、まあまあその参加人員

だけがその成果としては、そりゃ一概に

は言えないにしても、ただ、今言うたよ

うに、宝物はさっきの第６集会所やない

けれど、みんなで共有するいうことが必

要ですわな。ということはみんなで守ろ

うという気持ちにならなあかんわけで、

こんな委員会で、これどうやねんという

ような話にはならへんと思いますね。だ

から、そういう点をもっともっと考えて

もらわなあかんわけですよ。いや、この

ことに関してはもう一切質問なんかでき

へんわ言うて、これだけの市民とやね、

みんなのやっぱり気持ちが一つになって

おるねんから、こんな質問できへんとい

うような根拠をつくってもらわなあきま

へんがな。まあそういうことで大変やと

思いますけれど、更なる努力をお願いし

たいと思います。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩をいたしま

す。

（午前１１時４０分　休憩）

（午後　１時２１分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　馬場部長。

○馬場教育総務部長　それでは、渡辺委

員の最初の質問の防犯カメラの設置の見

解について、御答弁いたします。

　渡辺委員おっしゃいますように、確か

に防犯カメラは、町の安全、特に防犯抑

止というよりも、あとの検挙に非常に絶

大だと思います。子どもがスーパーで殺

された事件もそうですし、東京の目黒の

ほうであった殺人事件も、防犯カメラに

よって緊急逮捕されたと、そのことは本

当に全くそのとおりだと思います。
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　私たちは、教育委員会の観点から平成

１６年に池田小学校の件を受けまして、

子どもの安全ということでどうすべきだ

ということを考えました。やはり子ども

の安全は、特に公立の小学校、地域に根

差してる学校であるという中で、その当

時、防犯カメラとかオートロックも検討

しましたが、地域の人とともに安全を守

れたらいいだろうという結論になりまし

て、ボランティアをお願いしたら、本当

に多数の方が、応募していただきまして

今日まできました。あの当時、本当にテ

レビとか新聞で大報道していただいて、

我々が思った以上に、これはすごいこと

だなあと感じました。実は、今されてる

高齢者の方も本当に生きがいにされてま

して、もう学校行くのが楽しいというこ

とを言っていただいてますので、私はこ

の制度はぜひこのまま続けたいと思いま

す。

　ただ、渡辺委員がおっしゃっていただ

いた、やはり防犯という効果でございま

すが、これについては、もう一教育委員

会ということじゃなくて、オール摂津市

で取り組むべき課題だと私も思います。

　ですから、常々市長のほうは、縦割り

じゃなくて摂津市全体で取るべきものは

取り組みなさいという指示を、私たちも

受けておりますので、本日そういう御質

問いただきましたので、しかるべきとこ

ろで、関係各課のほうにそれについてど

うだろうかということで、私のほうで問

題提起させていただいて、市のほうはや

はり優先課題がございますので、その優

先課題の中で、どうとらとらまえるかは

市全体の形になりますが、一度そういう

形をさせていただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　午前中に、国歌と修

学旅行の問題で教育長から答弁していた

だくということですが、それ以外にクラ

ブの件について、これも答弁何かあった

んじゃないでしょうかね。

　それでは、前馬次長。

○前馬教育総務部次長　具体的な中学校

名を上げていただいて、剣道部というこ

とで御質問がございましたが、学校の状

況によってできない、創設できないとい

うこともあると思います。

　ただ、状況を完全に聞き入れることは

できなくても、お話をお伺いして状況が

どうなのか、学校に今何ができて、今何

ができないのか、そういうことは丁寧に

お示しする必要があると考えております。

剣道に限らず、ほかの部活動でもそのよ

うな要望が上がることがあろうかと思い

ます。必ずしも満足できる回答を差し上

げることはできないかもしれませんけれ

ども、丁寧な対応をするように今後指導

してまいりたいと思っております。

○柴田繁勝委員長　和島教育長。

○和島教育長　それでは、まず国旗掲揚、

国歌斉唱につきまして、御答弁申し上げ

ます。

　この問題につきましては、過去の本会

議、また文教常任委員会でも再三御質問

を受け、御答弁を申し上げてきました。

　教育委員会では学校に対して卒業式、

入学式において、国旗掲揚や国歌斉唱に

ついて適切に実施し、厳粛で清新な雰囲

気の中でとり行われるよう指導してまい

りました。

　御指摘のように、子どもたちに国歌を

歌えるよう指導することは、当然の教育

活動であると考えております。そのため

に、校長会等を通じて、特に今年度は子

どもたちが校歌同様に大きな声で国歌が

斉唱できるよう、より強く指導すること

を求めてまいりました。また、校長から

は１月、そして３月３日、更に３月１０

日現在の国旗・国歌の指導状況について
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報告を受けております。その中では、日々

の指導とともに予行演習を含め、校長が

確認するとの報告を受けております。

　しかしながら、３月１４日の第二中学

校卒業式においては、御指摘のように歌

えていないのが現状でありました。これ

までも、この問題に対しましては、何度

も指導を行ってきており、特に今年度は

子どもたちが国歌を歌えるように、指導

することに重点を置いてまいりました。

今年度における学校の取り組みは、前進

していることを実感いたしておりますが、

教職員の中には歌っていない者もおり、

今後しっかり歌えるよう強く指導してま

いります。今後更に指導し、来年度には

全員が大きな声で歌えるように努力して

まいります。

　次に、卒業旅行の行き先、業者選定の

問題でございますが、この問題につきま

しても過去の文教常任委員会において、

再三御質問をお受けいたしてまいりまし

た。私の答弁でも、保護者や児童の生徒

の声を集めるとともに、現行の修学旅行

の評価をいただく機会をつくるよう、校

長会を通じて指導すると述べてまいりま

した。また、業者選定に当たっては、複

数社の見積もりをとるよう指導すると述

べてまいりました。ことし３月の調査で

は、行き先決定に希望を聞く機会を持っ

た学校は１校、評価を受ける機会を持っ

た学校は８校であり、また複数社見積も

りをとった学校は９校でありました。今

後再度、修学旅行ついての保護者、児童

の声を聞く機会を設けるよう、また検証

することも各学校に指導し、修学旅行の

あり方について検討し、その充実を図っ

てまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　防犯カメラの件ですけ

れど、よく理解はしていただいてると思

います。本当に、市全体で防犯カメラを

設置したらどうかということを、僕も代

表質問でも言わせていただきましたけれ

ど、まず僕は一番弱い立場の子どもたち

に対して、真っ先にその防犯カメラを設

置すべきではないかということなんで、

その点は、犯罪防止と犯罪者の検挙ね、

そういう意味からしても最優先して、小

学校等に防犯カメラを設置してあげたい、

これはもう要望にしておきますんでよろ

しくお願いします。

　それから、クラブのことなんですけれ

どね。例えば、我々の事例を出しますけ

れど、剣道協会から外部指導員を出しま

すとかそういう形で言ってるんですよね。

こっちからはアピールしておるわけです

わ。でも、やっぱりそこで取りつく島が

ないということなんですよね。一切それ

に関してはできないということなんで、

結局そういう、例えば中体連とかさまざ

まな競技に優秀な選手もたくさんおるん

です。剣道でもやっぱり大阪府の協会員

でね、中学生で強化対象の子どもたちも

おるわけで、非常に優秀な選手もたくさ

んおる中で、結局そのクラブがないこと

でそういう大会に行かれへん。それで、

先生方で、そういうボランティアで私が

行くという形で、今その先生が中心になっ

て連れていってもろうておるんですけれ

ど、その先生も退職されるということに

なってきたら、結局そこで芽を摘んでし

まうようなことになるわけです。そんな

ことね、摂津の子どもたちが非常に体力

的には大阪府ナンバーワンといわれなが

らもね、そういう今後すばらしいアスリー

トが出るような芽を、摘んでもうてええ

のんかなというような感じがするわけで

す。そういう点はね、学校だけでは賄い

きれへんから、やっぱり教育委員会がどっ

と入っていって、そういう子どもたちを

－27－



どういうふうに導くかいうことをしっか

りと話し合いをする必要があるんじゃな

いかと、そのように思うわけです。その

点は、たかがクラブ、されどクラブとい

うことで、しっかりと中学校の部活動を

より多くの子どもたちがその部活動に参

加できるよう、またすばらしい資質の持っ

た子どもたちを更なる飛躍の舞台にする

ようにね、一遍教育委員会でそういう点

も踏まえて議論していただきたい。その

ように要望しておきます。

　それから、国旗・国歌の問題ですけれ

ど、一番問題点は、学校の先生、指導す

べき先生が歌うてない、その段階で子ど

もたちには到底これ無理な話で、公務員、

教育公務員ですから、自分がそういうこ

とをできへんかったらやめたらええわけ

ですわ。もうその職を辞することが必要

なんですよね。公務員である限り、職務

命令とかさまざまな規則の中でやるいう

のは当然の話であって、そんなことが何

年も何年も許されて、なっておること自

体がこれは一つのシステム、ピラミッド

システムからしたら考えられへんことで、

そういうことを許されること自体が、私

は許されへんのですよ。

　そういう点ね、学校の先生がしっかり

と歌って、それで子どもたちにそれを伝

えるという気持ちがなかったらあかんわ

けであって、その点は来年を楽しみにし

ておきますし、またこの入学式が４月に

あるわけですから、それもやっぱり楽し

みに、これ見ておきたいと思いますので、

これはもう要望にしておきます。

　それから、修学旅行ですけれど、修学

旅行を何かこう全体的に軽んじてるんじゃ

ないかというふうに私は感じるんです。

修学旅行も授業の大きな一貫としたら、

もっともっとそこで話し合いをしながら

ね、どこがベストやいうような形のプロ

セスがしっかりと見えてこなあかんわけ

ですよ。それがなしに、またぞろ同じと

こで何十年もこれそうですよね。同じと

こでまた業者もね、一応入札制度やって

おるけれど同じような業者、それも受け

入れ先に顔がきく業者やないとあかんと

いう、それやったらほとんどもう入札せ

んでも随意契約みたいなもんですわ。そ

んなようなことをやるべきじゃない。皆

さんもそうやと思うんですけれど小学校

で何習ってきたいうたら、いろいろなこ

とがあるけれど、やっぱり修学旅行のこ

とは忘れてない。修学旅行はみんなきっ

ちり覚えておるわけですわ。そんだけ小

学校、中学校、高校に関して、その修学

旅行の思い出というのは大切なものです

から、そういう点、やっぱりもっともっ

と議論して、子どもたちの希望すべて聞

いたら、さっきも言うたようにディズニー

ランドになるかもしれんけれど、そうじゃ

なくて先生の意見も聞きながらね、やっ

ぱり許される範囲でいろいろなとこを見

て回るいうことも修学旅行ですから、そ

ういう点のプロセスをしっかりと見せて

いただきたい。これも要望にしておきま

す。

　以上で、私の質問を終わります。

○柴田繁勝委員長　安藤委員のほうから

１点だけ確認ということで、質問を許可

します。

○安藤薫委員　委員長からお許しをいた

だきましたので、ちょっと先般１１日の

質疑の中で少し漏れていたので、１点だ

けお聞きしたいと思うんで、１回質問し

て、御答弁をいただきたいと思います。

　味舌、三宅のスポーツセンターについ

でです。指定管理者の関係もありまして、

恒久使用のものと暫定使用のものとかあっ

て、暫定使用のほうは、３年以上になっ

たということだと思いますが、ほかの体
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育施設と同様、地域の皆さんにとっては、

もと小学校ということもありますので、

スポーツを楽しむ場所としてと同時に地

域の皆さんの交流の場であるとか、市民

活動の拠点としても活用したいという声

もあると思うんです。旧味舌小学校の跡

地を残してほしいという運動も現実に起

こっておりまして、その中ではいろいろ

な活用方法も模索をされております。

　昨年、スポーツにかかわったものでな

いとお貸しできないというようなことが

あったかと思いますけれども、やはりス

ポーツセンターというのは、当然、スポー

ツがメインですけれども、地域の皆さん

が活用していく、市民活動の拠点として

利用するというものについても、制約を

設けるべきではないというふうに思うん

ですけれども、その点ちょっとお聞かせ

をいただきたいなと思います。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　三宅、味

舌スポーツセンターの活用の件でござい

ますけれども、体育室につきましては恒

久施設ということで位置づけておりまし

て、グラウンドについては、平成２６年

３月３１日まで暫定利用期間を延長させ

ていただきます。

　その中で、私も地域の方々なり団体か

らお声を聞いておりまが、スポーツ施設

以外の利用はできないのかと。そういっ

た中で、お答えさせていただいておりま

すのは、あくまでもスポーツセンターと

いう位置づけ、スポーツ施設ということ

もあり、また、近隣には公民館もござい

ますので、文化活動とか講演会活動等に

ついては、やはり公民館を利用していた

だいて、スポーツセンターについては、

本来のスポーツレクリエーション、健康

づくりの場として多くの方に御利用いた

だきたいという観点から設置しておるも

のでございますので、その点については、

御理解いただきたいと思っております。

　ただ、旧の味舌・三宅小学校区で行わ

れておりました、例えば三宅スポーツセ

ンターであれば盆踊りとか、そういった

場所の一つとして利用されているといっ

た従来からの形態については、御利用い

ただいているのが現状でございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　スポーツセンターだから、

スポーツが優先的だというのはよくわか

ります。ただ、ほかの体育館、市民体育

館にしてもスポーツが優先で使われます

けれども、地域の皆さんが、ここの体育

館をこういうふうな文化活動に使いたい

とかいうことの要望があれば、それはそ

れで受け入れられることは可能だと思い

ますし、予約が入ってないような場合に

は、やっぱりスポーツセンターといえど

も、他の体育施設、社会教育施設と同じ

ように、市民の皆さんにも利用してもら

えるように運用を図る必要があると思い

ます。これは、私、意見として、まだ次

もありますので、申し上げておきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　野原委員。

○野原修委員　各委員の方から深く議論

していただきましたので、私のほうから

は質問がダブらないような形でしたいと

思います。またダブったところでは、ちょっ

と視点を変ええて御質問させていただき

ますので、御答弁よろしくお願いします。

　国旗・国歌に関しましては、私も渡辺

委員と全く同感であります。やっぱり国

旗というのは日本人のアイデンティティー、

やっぱり日本人としての自覚をどう持つ

かということで、これが即戦争につなが

るとか、そういうことではないと思いま

す。この東北の震災の復興を見ておりま

しても、やっぱり日本人の気概としても
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う一回自分らは立ち直るんだと、自分ら

がもう一度この地域を興すんだと、その

ための日本人としての気概をそこで示し

たいんだという方も随分おられます。そ

ういった報道もなされております。

　そういったことで、この日の丸という

のは日本人のつながり、まさに日本人と

して同じ方向に向かって生きていくとい

うことの一つの象徴だと思います。そう

いった意味でもこれは大切なもので、今

この日の丸というのは、もうオリンピッ

クなりワールドカップなり、そういうと

ころであがるもんだということです。だ

けれど、その日の丸があがることによっ

て、やはり涙も流し、感動与えてもらえ

るという、それは日本人であるというそ

の誇り、自覚の象徴だと思います。

　そういった意味で、もうちょっと教育

の方においても、やっぱり国旗・国歌と

いうものを大切に扱ってもらって、先ほ

ど渡辺委員が言われてましたように、ま

ずは生徒より先生方が、それをきっちり

実行してもらえるような取り組み、私も

今後そういったことで渡辺委員ともども、

この方向性というか、それを今後とも追

い続けたいと思いますんで、よろしくお

願いします。

　それでは、まず概要の１０４ページの

安全対策事業。

　これは、もう皆さんが言っていただい

てるんですけれど、その中のこども安全

巡視員賃金に関しまして、平成２２年度

が３３２万２，０００円、平成２３年度

が３３７万４，０００円に上がっており

ます。この巡視員の決め方というんか、

契約はどういう形になっているのかお聞

かせください。

　概要１０６ページ、奨学資金貸付事業、

貸付金元金収入、平成２２年度が３５９

万円２，０００円、平成２３年度が５６

６万９，０００円になっております。こ

れの内容をお聞かせください。

　概要１０６ページの教育相談事業、こ

れも委員の方からいろいろ質問ありまし

た。その中で、さわやかフレンドの数字

が２５名ぐらいが適正であるいうことで、

今２０名ぐらいに来てもらっているいう

ことなんで、その募集の方法を教えてく

ださい。

　続きまして、概要１０８ページの学校

家庭連携支援モデル事業で５５１万６，

０００円出ております。これの内容をお

聞かせください。

　続きまして、概要１１０ページの就学

児指導事業のところと、これは関連する

かしないか、この辺もちょっと教えてほ

しいんですけれど、概要１２０ページの

就学前教育推進事業の４９７万６，００

０円、これはどういう形になってるのか

教えてください。

　続きまして、小学校給食事業のところ

に、新献立ソフト更新委託料というのが

出ております。これの内容をお聞かせく

ださい。

　続きまして、幼稚園施設運営事業のと

ころで、公共下水道接続工事で４３１万

３，０００円出ております。この内容を

お聞かせください。

　続きまして、概要１２２ページの文化

振興事業のイベントカレンダー作成委託

料１４万円、これの内容をお聞かせくだ

さい。

　概要１３０ページの図書館施設管理事

業のところ、来年度から指定管理者に委

託される中で、今までの継続のものが委

託されたときにどういう形になるのか、

内容をお知らせください。

　続きまして、温水プールの管理事業。

　これも、新しく指定管理者に委託され

ていきます。今までの事業が委託された
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ときに、どういう形の事業を展開される

のかお聞かせください。

　続きまして、概要１３２ページの市民

マラソン大会事業に関して、今の大会の

内容をお聞かせいただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、野原委員の

御質問に対して、御答弁させていただき

ます。

　まず、安全対策事業のこども安全巡視

員の方々の契約の方法ということで、御

答弁させていただきます。

　青色パトロールカーに乗車していただ

いておりますこども安全巡視員の方々は、

３名おられます。この３名の方々は、非

常勤の一般職として雇用契約締結を行っ

て、毎日、そのうちのふたりがペアにな

りまして、巡回をしていただいておると

ころでございます。日額につきましては

６，４００円ということでございます。

　また、非常勤一般職ということで、雇

用契約させていただいておりますのは、

各教育施設間の書類の逓送等がございま

す。

　これは、信書便法に法が絡んでまいり

まして、直接雇用契約をしていなければ、

違法に当たるということでお聞きしてお

りますので、非常勤職員としてこれをさ

せていただき、その業務の後に青色パト

ロールということで、子どもの安全の見

守りをしていただいているというところ

でございます。

　それと、幼稚園施設管理運営事業の公

共下水道でございますけれども、この分

につきましては、とりかい幼稚園が下水

道供用開始の告示をされましたので、そ

れに基づき浄化槽から公共下水道への切

りかえをさせていただく工事でございま

す。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、学務

課にかかわります３点ほどの御質問に、

順次御答弁申し上げます。

　まず、奨学資金の償還金の件でござい

ますが、奨学金の制度につきましては高

等学校に行かれる際、就学が困難な方に

対して、公立高等学校の授業料相当額を

３年間にわたって貸し付けをさせていた

だいてるものでございます。その償還で

ございますが、卒業後おおむね半年たっ

てから１５年の償還計画、１８０か月の

償還計画を立てていただいて、その中で

返済をしていただくということになって

おります。

　したがいまして、この歳入の償還金の

予算につきましては、当該２３年度に貸

し付けが終わって償還がはじまっておら

れる方で、償還計画の中で平成２３年度

中に返済される額の総計がこの額という

ことでございます。

　次に、献立ソフトの関係でございます

が、この献立ソフトは、小学校の給食の

献立を立てるための専用のソフトになっ

ております。当然のことながら、児童の

年齢等におきまして必要な栄養価という

ものを踏まえながら、そのソフトで献立

をつくるわけでなんですけれども、この

平成２３年度中に、日本食品標準成分表

というものが改訂になるということにな

りました。したがいまして、その改訂値

を給食の献立の作成に反映させなければ

ならないということになりましたので、

新しくそのソフトを更新させていただく

ということでございます。

　それと、１１０ページと１２０ページ

の、就学児指導事業と就学前教育推進事

業の関連でございますが、前回答弁させ

ていただきましたように、就学前教育推

進事業の４９７万６，０００円につきま

しては、手引きの策定が中心となる事業
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でございまして、この１１０ページのも

のとは直接的な関係はございません。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　さわやかフレ

ンドの募集の方法ということでの御質問

に対して、御答弁申し上げます。

　まず、四つの方法がございますが、現

在取り組んでいる四つのうち、まず一つ

が大学の先生と直接連携を持ちまして、

主に心理系の先生でございますけれども、

そこの教室で学習しておる生徒を紹介し

てもらうというのが一つです。

　それから、ホームページに載せており

まして、これを見て応募の電話がかかっ

てきたりもしております。

　それから三つ目は、大学に、ビラをつ

くりましてそれを置いてもらっておりま

す。学生課だとかボランティアに関する

コーナーだとか、それから何ていいます

かね、教職を目指す人たちが集まるよう

なところなど、関連するようなところに

ビラを置かせてもらっております。

　それから四つ目、これは縁故によるん

ですけれども、もとフレンド活動してい

た子に後輩を紹介してもらうと。実は、

一番声がよくかかるのが、一番最後の後

輩を紹介してもらうというのが結構多い

んです。

　それから、ホームページを見てという

ことで問い合わせはたくさんあるんです

けれど、実際中身を話していて、ああ、

これはいいねって言うて来てもらえるの

が、率としてはホームページが低いんで

すけれど、問い合わせは一番多いですね。

などなどで、一番我々は、心理系の学生

がもう少しふえてくれたらというふうに

思ったりもするんですけれども、大学の

先生との関係でございまして、なかなか

その北摂地区も結構取り合い、取り合い

と言ったら変なんですけれど、茨木市も

そうですし、高槻市も同様なことをされ

てますのでね、結構その学生たちもどち

らのところに行くかというふうなことも

ございますのでね、なかなかそういうと

こでの思ったような数にはならないんで

すけれども、こういうような形で募集を

しております。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、２点

の御質問に御答弁申し上げます。

　まず、１点目の学校・家庭連携支援モ

デル事業でございます。御承知のとおり、

子どもたちを取り巻く教育環境、あるい

は家庭環境、あるいはそのほかの環境も、

非常に危機的な状況にあるのも事実でご

ざいます。そのような中で、特に家庭へ

の働きかけを体制としてつくるために、

家庭教育相談員を現在小学校５校に配置

しております。

　摂津小学校、鳥飼西小学校、三宅柳田

小学校、味生小学校、鳥飼東小学校でご

ざいますが、各中学校区に１名の配置を

しておる状況でございます。

　不登校をはじめ、さまざまな問題行動、

あるいは子どもたちが抱える課題解決の

ためには、チームをつくって体制づくり

を行って解決を図っていく必要がござい

ます。

　中学校区に１名配置しておりますスクー

ルソーシャルワーカーや、もちろん担任、

その他専門機関等と結びつきながら、よ

りよい解決を図っていきたいと考えてお

るところでございます。そのチームの重

要な一員になっておるのが家庭教育相談

員でございます。

　続きまして、就学児指導事業でござい

ます。先ほど、学務課長から就学前教育

の推進事業とは余り関係ないということ

はあったんですけれども、就学前教育に

おきましていわゆる特別支援教育と関連
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して、障害にいかに配慮していくかが、

非常に重要な課題になっております。

　本市でも支援学級数が増加しておりま

すが、就学前から障害があるなど、配慮

を要する児童にいかに支援を行うかが重

要な課題であります。

　この就学児指導事業につきましては、

次年度小学校へ進学する予定の子どもに

ついて、どのような配慮が必要であるか、

例えば支援学級に入級する、あるいは支

援学校への進学は必要なのか。ひとりひ

とり状況が違ってまいりますし、それを

摂津市就学指導委員会を設置し、その委

員会において協議を進め、保護者の教育

的ニーズにこたえていくという事業でご

ざいます。一部、もう既に就学しておる

児童生徒の今後の配慮について、検討す

る場合もございます。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課にかかります３点につきまし

て、御答弁させていただきます。

　まず、文化振興事業のイベントガイド

の中身でございますけれども、文化振興

計画を推進するために、文化振興市民会

議というものを設置しております。その

中で、やはり皆さん方の中から文化活動

の情報収集と発信力、特に発信力が弱い

んじゃないか、何か自分たちでできるこ

とはないかということから、こういった

セッピィイベントガイドの発行に至って

おるわけでございます。１万部を発行い

たしまして、駅や公共施設、またいろん

な各地イベントで、それぞれ委員がお配

りいただいて啓発をしていただいており

ます。この編集につきましても、あと情

報収集につきましても、皆さん方それぞ

れの力で、手づくりでつくっていただい

ているということに意味があるんじゃな

いかなと思っております。

　予算につきましては、イベントガイド

編集委員会のほうへ、委託金といたしま

して１４万円を出させていただいてると

ころでございます。

　次に、温水プール管理事業でございま

すけれども、平成２３年度から新たな指

定管理者の期間がはじまるわけでござい

ますけれども、この３年間でございます

けれども、まず３年間の基本協定書を結

ばせていただきます。その中では、温水

プールの施設管理、維持管理に関するこ

と、または安全対策に関すること、また

水泳教室に関すること、そういった全般

のことを踏まえて、温水プールを安全で

安心な施設となるような、そして多くの

方が訪れていただいて、健康増進の場と

なるような施設となるように基本協定を

結びたいと思っております。その具体的

な中身につきましては、温水プールの指

定管理者の水泳連盟と我々スポーツ担当

課のほうで、具体的な内容等についても

逐次チェックもし、指導もしていきたい

と考えております。

　次に、市民マラソン大会の内容でござ

いますけれども、市民マラソン大会は、

平成２０年度から従来、大正川で実施し

ておりました大会を淀川河川敷のほうに

移しまして、平成２２年度は、淀川河川

公園の鳥飼上地区の陸上競技場を発着点

といたしまして、開催をいたしました。

　体育指導委員協議会、体育協会をはじ

め、多くの方に御協力をいただき、大会

を終えることができました。また、摂津

市の鍼灸師会のほうによりますマッサー

ジコーナー、福祉団体の方々による豚汁

のコーナー、またガンバ大阪をはじめ、

企業の協力を得ながら開催をいたしまし

て、平成２２年度は、他府県の方も含め

まして７１８名の御参加がありました。

　淀川を利用した大きな大会、本市では
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数少ないと思われますこの大会が、市民

の健康増進の場となるよう今後も努めて

いきたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　市民図書館にかか

ります御質問に、御答弁申し上げます。

　現在、直営で実施しております事業の

継続についてでございますが、平成２３

年度から指定管理者によります管理運営

が行われますが、今まで実施してきてお

ります各種の事業につきましても、市民

図書館及び鳥飼図書センターとも今まで

どおり引き続き実施することになってお

ります。

　具体的な内容につきましては、市民図

書館におきましては、毎週日曜日に行っ

てます日曜映画会、４月２３日の子供読

書週間の行事にあわせまして、お話会を

いたします。あと、５月の２８、２９日

になろうかと思いますけれども、リサイ

クルブックフェアにつきましても、継続

実施いたします。

　あと、鳥飼図書センターにおきまして

も、土曜日の映画会の実施、同じく読書

週間にあわせたお話会の実施、あと夏に

おける親子で図書センター等を見学する

ような、こういった催しにつきましても

今までどおり実施させていただきます。

　あと、指定管理者によります新しい提

案事業としましては、この３月１５日号

の広報せっつにも掲載はしておりますけ

れども、一つは、お父さん、お母さんの

ための読み聞かせ講座や子供の学習を支

援する調べサポート講座など、読書習慣

を定着させるための講座や催しは新しい

提案として実施していただくことになっ

ております。

○柴田繁勝委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、青パトの巡視

なんですけれど、過去から何回かお願い

してきたことで、これは各課の連携とい

う形で、過去、道路瑕疵という問題があっ

て、それを青パトで回ってる人がそうい

うところ、本来は児童の安全、見守りと

いうことが主眼なんですけれど、その補

助席に乗ってる人に、市内を回ってると

きに道路瑕疵もあるんじゃないかという

ことを、並行してやってもらえないかと

いうようなことを、過去からお願いした

形の部分で、どのような形でそれを実行

されているのかされていないのかという

こともお聞かせください。これは、要望

としてやっておきますけれど、巡視員も

先ほどから出てますスクールガード・リー

ダーとか、それは警察ＯＢの方とか消防

退職のＯＢとか、そういう方がやっぱり

危険な地域をよく知っておられると思い

ますんで、できたらそういう方を優先的

に採用してもらうということ、これは要

望にしておきますんで、よろしくお願い

しておきます。

　続きまして、奨学金資金貸付事業で、

１５年、１８０か月にかけて奨学金を受

けた人が返していくというのは理解でき

ました。その総額、どのぐらいの金額が

今あるのか。それの滞納状況とか、そう

いう形のものでそういうのがあるのかど

うか、それに対する対策はどのように打

たれてるのか、その辺、お聞かせくださ

い。

　教育相談事業のところで、ここに書か

れております摂津の教育の姿のところで

読ませていただいて、ここで本当に今の

子どもは、昔は困った子から、今、そう

いう形のもので、困っている子をどのよ

うな形で見ていくのかという、困り感に

寄り添うという形の、やっぱり時の流れ

というのか、我々の時代は、本当にごん

たの子とか、その辺をどうするかという

形じゃなくて、今は、本当にそういう弱
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者というのか、本当に内心のそういう子

をどう手助けして、不登校の子をなくし

て、そういう形で立ち直らせるというか、

そういう形の道に導くという、大変な内

心を抱えた子が多いと思います。

　そういった中で、今、各大学にいろい

ろな形で募集をかけられているというの

をお聞きしました。大学というのは、近

畿圏でこの北摂の大学なのか、どの辺ま

で、そういう形の募集をかけられている

のか。

　それと、私もこの議員になる前に、一

つのＰＲのものを読んでいるときに、メ

ンタルヘルスというところで、摂津の教

育委員会がその講師を呼んで、そういう

形の授業をやっているというのを聞きま

して、そこに３か月間入講しまして、い

ろいろなことを勉強させてもらいました。

そういうところで、やはりそのメンタル

ヘルスを専門にしているような、そうい

う学校との連携というか、そういうとこ

ろはやっぱり心理学とかそういうことに

関しては結構、いろいろな形でアドバイ

スできると思いますので、そういうとこ

ろにボランティアのお願いとか、そうい

うことをされるのもいいんじゃないかと

は思いますので、これは要望にしておき

ます。

　そういう中で、今、所長のほうもいろ

いろな形で、対策はとっていただいてい

るんですけれど、やはり、家庭と地域と

学校の連携という、その主導権というか、

そのつなぎは、この教育相談所がやられ

ているのか。また、その学級補助員の方

との連携をどのような形で今、とられて

行動されているのか、その辺の連携をちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　その次、学校家庭連携支援モデル事業

で、これは、一つの例なんですけれど、

横浜市のほうが専任教諭ということで、

そういう取り組みをされてます。摂津市

の場合は、大阪府の府教委のほうのそう

いう形の応援があって、こういう各市の、

横浜市ですから、政令指定都市ですから、

そこからの、摂津市やったら大阪府の府

教委からの加配というんですか、ちょっ

と専門用語なんでわからないんですが、

そういう先生を回してもらうというよう

な形の取り組みを、各学校で、そういう

校長先生が自分のところにあったような

形のもので、要望したり、そういう加配

の取り組みについてちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、今の就学児指導事業のところ

で、９万円の内容で本当に細かい事業に

取り組まれていると思います。これは、

より強く充実した形でそのフォローをし

ていただきたいと思います。これは結構

です。

　続きまして、小学校給食事業のところ

で、献立の更新委託料のことはわかりま

した。これで、子どもたちによりよい、

本当にバランスのとれた給食を今後続け

ていただきたいと思います。

　それと関連してなんですけれど、過去

一般質問でもさせてもらったんですけれ

ど、そのときに、給食費の滞納という形

が、摂津市の場合は本当に数少ない形の

ところで、あるという形はそこに現実と

してあるんで、その取り組み、それ以外、

それからどのような形で取り組まれて、

どのような効果が出ているのか、そこを

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、就学前教育推進事業のところ

で、多分、前の委員のお答えのところで、

検討推進委員会に資料、手引きは任せる

というような形をお聞きしたんですけれ

ど、今回の代表質問でもお聞かせしてい

ただいたところに、家庭を学びの場にと

いう形で、すばらしいこの１１の目標が
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出ております。この１１の目標の内の１、

２、３のところなんかは、完全に、早寝、

早起き、朝ごはん、褒めることを忘れず

に、ルールづくりは十分話し合って、と

いうすばらしい内容の目標が掲げられて

おります。こういう形のものを、検討委

員会の皆さんはもう御存じで、こういう

のをベースにそういう形のものを今後つ

くって、手引きをつくっていかれようと

しているのか、その辺の内容を少しお聞

かせいただきたいと思います。

　続きまして、幼稚園施設運営事業のと

ころで、下水道が供用開始されていると

ころで、とりかい幼稚園ですか、つない

でもらったという形で。

　あとは、公共施設の学校関係で、こう

いう公共下水道につないでないところが

あるのかないのか、そこをお聞かせいた

だきたいと思います。

　イベントカレンダーに関しましては、

これは今、いろいろなイベントは多分摂

津広報とか、インターネットか、そうい

う形で多分お知らせされていると思いま

す。このイベントカレンダーは、ボラン

ティアで人間科学大学とかふるさと摂津

案内人の方とか、いろいろな方、文化連

盟の方とかがかかわられて、ボランティ

アで一応つくられているという形で、こ

のやっぱり高齢者の方、特に興味のある

人は、なかなかインターネットは見れる

ような手法を持っておられない。それで、

また、これにかかわっている人にお聞き

しましたら、なかなかそういう情報を吸

収できるというのは、やはりこの紙とい

うか、紙媒体というか、手元にあって、

そういう形を見れるようなものが一番参

考になると言われてましたんで、今後の

取り組みなんかをお聞かせ願いたいと思

います。

　図書館施設管理事業のところで、今、

池上館長のほうからお聞きしました。委

託してますます充実して、市民に喜ばれ

るようなそういう図書館になっていって

るということは、大変有り難いというか、

すばらしいことだと思います。

　そういった中で、より主導権というか、

委託してもやはりそこの管理というのか、

その主導というのは、やっぱり市の方が

そういう形の市民のニーズに合ったよう

な形のもので提供していくという形の中

で、過去からもお願いしたような形、摂

津市には図書館が少ないということで、

その図書を有効に活用できるというのが、

気軽に返却できるという形に、何回かお

願いした返却ポスト、やっぱり通勤のと

きとかに気軽に返せる、その自分の手元

に本が残っているというのではなくて、

見た物をすぐ返せる形で、循環できるよ

うな、その返却ポストみたいな形を今後

とも押し進めていただけるのかどうか、

そういう市民の利便性をより向上するた

めの取り組みを、今後とも進めてもらえ

るのか、それをお聞かせください。

　温水プール事業、これも多分指定管理

になってから、新たな事業を展開されて

いると思うんです。その展開されている

ことを一つまた、どういう形で指定管理

になって、図書館のような形で新しい取

り組みがはじまっているのか。

　また、この間テレビを見てましたら、

幼児教育のときで、ゼロ歳児から３歳児

の乳幼児がプールを使った形で、そこで

子どもを泳がせるという形で、そこで生

きる力というのか、やっぱり親の言うこ

とを聞かないと生きれないというか、何

かそういう水遊びを通じてきっちりしつ

けるというような、そういう取り組みも

効果が出ているというようなことも、こ

の間のテレビで見ましたんで、だから、

そういうことも一つの提案として今度委
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託した先に、そういうことを提案してい

ただくということもできるのかどうかと

いうことをまたお聞かせください。

　それと、市民マラソン大会、これは、

定着してきた事業かと思います。まだ７

１８名で、今、東京であり、大阪であり、

そういうところですごく健康の面で、そ

ういう予防医学という形のもので盛んに

なってきております。そういった中で、

代表質問でも言わせてもらったんですけ

れど、やっぱり淀川河川公園というのは、

摂津市にとっては大きな、そういう憩い

の場所ということで、またスポーツ施設

の一つとして、これはすごく大切な場所

になってくると思います。

　そういうところで、この淀川河川公園

を摂津市民が、そういう形で有効に使っ

ていくという意味では、この市民マラソ

ンをより発展的な形で、一つのイベント

にしていく。摂津のＰＲをしていくこと

によって、摂津ブランドという形のとこ

ろまで発展できるようにするためには、

今、独自でわいわいがやがや祭りみたい

な市民の方がやっておられるような、そ

ういうイベントもあるように聞きます。

　そういう形のものとイベントを一緒に

して、集客を多くするような形、また、

聞いたら２キロ、５キロ、３キロ、１０

キロですか、何かいろいろなコースがあっ

て、帰ってきた、やっぱり親子で参加さ

れて、子どもが戻ってくるお父さんを待

つ間、お母さんを待つ間、そういう形の

ところで遊べるような形のものを、何か

そういうボランティアの団体とタイアッ

プして、そういう形で全体で楽しめる、

一日を楽しめるような形のものの今後発

展的なものを考えられないかということ

をお聞かせ願いたいと思います。

　以上、２回目を終わります。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら２点、御質問にお答えいたします。

　こども安全巡視員の青色パトロールの

巡回にあわせて、道路瑕疵等のパトロー

ルも並行してできないかといった種の御

質問だったと思います。以前にも要望が

ございました。この道路瑕疵等について

の通報ということでのこともございまし

た。教育委員会、我々といたしましては、

本来、青色パトロールにつきましては、

警察の指導管理下にございますけれども、

これとてそれに専ら専念するということ

でございます。

　しかし、委員からの御要望もございま

したので、市内を巡回しておりまして、

やはり子どもたちの安全面において、気

に掛かる場所も多々ございます。したが

いまして、道路の陥没や歩道、また水路

の柵等の危険箇所や朽ちかけている標識、

また注意看板など、子どもたち、また市

民の方々に危険を及ぼすような箇所がご

ざいましたら、その場所をデジタルカメ

ラで写真に収め、地図上に場所を一応確

認をいたしまして、その報告といいます

か、報告書を作成いたしまして、関係す

る担当部署に報告をさせていただいてお

りまして、その後は各課においてその対

応をしていただいているということでご

ざいます。

　続きまして、公共下水道の学校施設関

係で、ほかに残っていないかということ

でございます。平成２２年度昨年の夏に、

第二中学校と鳥飼東小学校の供用開始に

伴う下水道への切りかえの工事を既に終

えております。

　この平成２３年度に、とりかい幼稚園

を接続することによりまして、あと、公

共下水道の供用開始区域外の学校は、第

四中学校のみということになります。第

四中学校のほうは下水道のほうからも、
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まだ供用開始の告示の連絡も受けており

ません。この告示がなされましたら、速

やかに、工事に着手できるよう、国の交

付金の申請手続き等を滞りなく進め、切

りかえに努めたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　私のほうから、学務課

にかかわります２点の御質問に御答弁申

し上げます。なお、就学前の教育推進事

業に関しましては、学校教育課のほうで

御答弁させていただきます。

　まず、奨学資金でございますが、昭和

４６年からデータを持っておりますが、

これまでの貸し付けの総額が約１億６，

６００万円。返済総額が９，９００万円。

単純に割り戻しますと約６０％というこ

とになりますが、これをもって滞納の部

分をあらわすということは少しできない

かなというふうには思っております。

　これは、先ほど申し上げましたように、

返済期間が１５年と非常に長いというこ

とと、あとは仮に高校卒業後、大学に行

かれた場合には、返済猶予ということも

ございますので、そうしますと２０年近

くということも考えられます。したがい

まして、なかなか滞納の状況というのを

つかむのは難しいわけなんですけれども、

仮に、返済計画１５年の中で、１０年目

までに２０万円返す計画であったのに、

２０万円に達していなかった方々を滞納

者というふうな扱いをしますと、その割

合は約２０％ということになります。

　最も古い滞納者といいますか、返済期

間が終わられて、まだ返済額が残ってお

られる方なんですけれども、昭和５８年

に期間が終わっておられる方がおられま

して、それが一番古い方なんですけれど

も、その方を含めて、返済期間終了後、

まだ滞納がある方についてはすべて、居

所については把握をしておりますので、

定期的に文書、若しくは近くの方、近畿

圏の方については、訪問等をする中で回

収に努めておるのが現状でございます。

　次に、給食関連のこちらの収納状況等

でございますが、ここ２年ほどは収納率

といたしましては９９．５％ないし６％

ということで推移をしております。

　その滞納額にいたしましては、年で言

いますと７０万円程度なんですけれども、

これがやはり積み重なると、非常に大き

な額となってまいります。

　現在、摂津市では、９年間、義務教育

の９年間にプラスの１年、１０年その追

跡徴収といいますか、回収の努力を学校

を中心にさせていただいているというこ

とになっております。この部分は、基本

的に、これまでは学校に寄るところが大

きかったんですけれども、やはり学校間

でのばらつきが多少なりともございまし

た。その部分を統一して、より回収にか

かる部分を強化しようということで現在

考えておりまして、市で滞納台帳なり、

督促、催告のタイミング等をできるだけ

統一してやっていくということで、今、

学校のほうとの調整をしております。

　できましたら、平成２３年度の後半、

若しくは平成２４年度には議会のほうで

も御承認いただいておりました関係の専

決の処分の部分で、少額訴訟なり、支払

い督促なりの制度が活用できることにな

りましたので、悪質な方については、そ

の部分に移行できるように進めてまいり

たいというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　子どもの困り

感に寄り添うということで、フレンド派

遣で大学の関係でございますけれども、

本年度は９大学、九つの大学からきてお

ります。梅花女子大学、追手門学院大学、

龍谷大学、大阪大学、大阪人間科学大学、
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大阪経済大学、それから関西大学、それ

から京都女子大学、そして近畿大学とい

うような、実際にここに通えそうな学生

でないと困りますので、割と近隣の大学

に声を掛けながら進めております。

　それから、連携のことでございますが、

現在、子育て支援ネットワークというの

を市の機関、子どもにかかわるような機

関がネットワークを結んでおります。

　更に、府の機関でございます子ども家

庭センター、そして摂津警察、それから

茨木保健所などとも必要に応じて連携を

とりながら、そして、更に地域では民生

児童委員とかとも連携をとりながら、実

際にそこの御家庭はどういう状況といい

ますか、様子なのかというのを見にいっ

てもらったりというようなこともしなが

ら、多方面に連携入りまして、どこの機

関に情報が入っても、必要な機関が集まっ

て対応するというシステムにはなってご

ざいます。十分にそれが効果的に回るよ

うに、それぞれの機関で連絡調整をする

ということで、必要に応じて、学校も含

めてケース会議も開いておるという状況

でございます。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務次長　それでは、大阪府

からの加配教員の状況について、まず御

答弁申し上げます。

　私どもが加配、加配と申しております

けれども、学校の教職員の定数は、学級

数に応じて定められており、それ以外に、

課題に応じて定数に加えて配当される教

員のことを加配教員と呼んでおります。

　さまざまな加配教員がございますが、

御質問の意図からしますと、生徒指導に

かかわる加配教員がどうなっておるかと

いうことでお答え申し上げますが、まず、

児童生徒支援加配教員、これは小学校３

校と中学校１校に配当されております。

　児童生徒支援加配教員は、生徒指導の

体制のリーダーとなって、生徒指導を推

進していく、そのような役割を担ってお

ります。

　それから、こども支援コーディネーター

が、中学校２校に配当されております。

こども支援コーディネーターの役割は、

もちろん生徒指導的なことも中心にはな

りますが、さまざまなつながりをつくっ

ていく、小中の連携、あるいは地域との

連携、このような連携をいかにしてつくっ

ていくかが主な任務であります。

　日本語指導加配教員、これが小学校１

校に配当されております。日本語の指導

が必要な、例えば渡日の児童生徒、ある

いは中国帰国子女等の関係での児童生徒

に、いかに日本語を指導し、日本の生活

に適応しながら、また母国の言葉につい

ても忘れないようにするという指導を行っ

ていくか、これを全市的にこの加配教員

がリーダーとなって行っております。

　それから、もう一人、不登校対応加配

教員がおります。不登校の対応のために、

いかに組織をつくるか。本来は、学校配

当なんですけれども、研究所に配置しま

して、不登校対応の会議を主催するなど

の活用を行っておるところでございます。

　いずれにしても、さまざまな組織、チー

ムの中心を担うそのような役割を現在、

担当しているところでございます。

　次に、１１の目標と就学前教育にかか

わってでございます。私ども、全国学力・

学習状況調査の結果を報告する際、ある

いは、全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果を報告する際、このいずれの

場合にも、この「家庭を学びの場に、１

１の目標」をこの資料に添付しておりま

す。やはり、子どもたちに学力あるいは

豊かな心、体力、健康を育んでいくため

にも、家庭というものがさまざまな意味
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で学びの場になっていく必要があると思っ

ております。それで、１１の目標をわか

りやすくまとめて、啓発に努めておると

ころでございます。

　就学前教育検討推進委員会との関連で

ございますが、現在直接的にこの目標を

使って、手引きに生かすとか、そういう

御提案は申し上げておりません。

　ただし、先ほど御指摘いただきました

ように、特に最初の三つの目標は、就学

前に大事なものと我々は思ってますし、

就学前教育検討推進委員会でも２度、小

学校の教員と保育士、それから幼稚園教

諭が一堂に会しまして、意見交換も行い

ました。

　その中で、例えば食事の指導において、

就学前では食事に当たって、楽しく食べ

るコミュニケーションというのを大事に

したい。しかし、学校の方では時間を守

る、あるいはルールを守ることを中心に

したい。このように、少しずれがありま

す。どちらも大事なことです。そのよう

な中で、特に家庭において、食事のとき

にはどんなことを考えるか。褒めること

ということを食事のときにすると効果的

でしょうし、しかし、だらだらだらだら

食べる、あるいはテレビを見ながら食べ

ることはよくないでしょうし、材料とし

て、今話し合っておることは、この１１

の目標につながることであると思います。

　そういう意味では、特に就学前教育に

かかわる教員、あるいは保育士、また保

護者にもこの１１の目標を、形を工夫し

ながらお伝えし、啓発に努めてまいりた

いと、そのように考えております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　生涯学習

スポーツ課にかかわります３点について、

御答弁させていただきます。

　まず、セッピィイベントガイドについ

てでございますけれども、先ほども答弁

させていただきましたように、現在公共

施設へ配置する、また駅や各種スポーツ

関係団体へ配布する、またイベント等で

委員のほうから配布いただく、こういっ

たことにおきまして、多くの市民の方が

そのガイドを手に取っていただき、その

中身をもとに各種イベントに参加される

きっかけづくりの一つにはなっておると

考えております。

　しかし、一方で限られた方にしか情報

が届いていないであるとか、やはり情報

の伝達は口コミや手元にある資料、やっ

ぱりこれがベース、紙ベースが基本だと

いう声も聞いております。また、若い人

からは、やはりホームページの逐次更新、

内容充実、こういったものがやっぱり情

報を収集する手段であるといった声も聞

いておるところでございます。

　このイベントガイドの発行の目的は、

一人でも多くの方に文化情報、スポーツ

情報を知っていただき、それに参加して

いただく、観賞に訪れていただくという

ことが大きな目的でございます。そのた

めには、例えば自治会へ配布する、また

公共施設に目につくような専用のパンフ

レット台を置く、あと、ホームページの

内容を充実する、市の広報紙に掲載する、

いろいろな手段があると思います。

　そういったことも踏まえまして、どの

ような内容であれば興味を持っていただ

けるのか、どのような配布方法が一番効

果的なのか、文化振興市民会議の中で皆

さんと検討していきたいと思っておりま

す。

　次に、温水プールの新たな事業展開で

ございますけれども、温水プールでは、

水泳教室を４期に分けて開催しておりま

すけれども、平成２２年度には７月から

８月にかけまして、７月１０日から８月
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２８日の毎週土曜日なんですけれども、

午後１時半から２時半までの間、障害児

の子どもをお持ちのお母さん方からの要

望によりまして、５歳から１２歳の障害

児の方と保護者の方が一緒に入っていた

だく、障害児スキンシップ教室というの

を新たに取り組みました。多くの障害児

をお持ちの保護者の方からは大変好評を

得た教室であり、平成２３年度以降も継

続していきたいと考えております。

　それと、乳幼児を対象とした教室なん

ですけれども、現在年間４回、１期あた

り１０回、水泳教室というのを開催して

おりまして、子ども対象では１歳半から

３歳児の乳幼児を対象に、保護者と一緒

に入っていただくのが条件なんですけれ

ども、親子教室を開催しております。

　目的は、親子で楽しく水慣れというこ

とでございます。御提案のベビースイミ

ングなんですけれども、これにつきまし

ては、３歳以上が水泳技術の上達は効果

があるといわれておりまして、３歳未満

では技術的な効果は余りないんじゃない

かという専門家の御意見もあります。

　ただ、親と子どもが一緒に入ることで

スキンシップが生まれるとか、一日のリ

ズムがつくりやすい、よく寝るようになっ

たとか、ごはんをよく食べるようになっ

たとか、また、皮膚や風邪に対して抵抗

力がついたんじゃないかなと、そういっ

た意見もあるようでございます。

　近隣、茨木市のほうでは６か月から３

歳児を対象にしたそういったベビースイ

ミング教室というのもされております。

本市で取り入れる場合、更衣室、特にお

むつの交換とかの更衣室の問題もありま

すし、運営体制と監視体制、こういった

ことをどうするかということも、指定管

理者であります水泳連盟と協議しながら

実施に向けて検討していきたいと考えて

おります。

　次に、マラソン大会の生涯学習関係団

体等との連携なんですけれども、マラソ

ン大会、３１回を数えるイベントであり

まして、本市のスポーツ振興事業の中心

的なイベントとして定着はしてきている

と自負しております。

　また、文化振興条例の中でも第９条ス

ポーツ文化の振興というのがございまし

て、その中で「水の文化をつなぐまち摂

津」を目指して、市民、行政が協力して、

文化やスポーツの振興に取り組む、こう

いったことにもなっております。この淀

川河川敷を活用したマラソン大会という

のは、この理念にまさに合致するもので

はないかと考えております。

　現在、スポーツ関係団体とか福祉関係

団体に御協力いただいて、マラソン大会

を盛り上げていただいておるんですけれ

ども、御提案の生涯学習関係団体の方に

御参加いただきまして、応援される方、

また、走られた後の余っている時間なん

かに、そういった手づくりのコーナーと

か昔遊びのコーナー、また淀川の歴史を

紹介していただくことは、マラソン大会

が健康づくりの場であるとともに、郷土

愛を育む場とか、親子のふれあいの場を

つくる場にもなると考えておりますので、

そういったお申し出がありましたら、実

行委員会の中でどのような参画方法があ

るのか、検討してもらいたいと考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　野原委員の２回目

の御質問に、御答弁申し上げます。

　返却ポスト等の図書の返却先をふやす

考え方についてでございますが、現在、

市民図書館、鳥飼図書センターの二館が

あり、利用者の利便性を図るため、現在

は千里丘公民館、コミュニティプラザに
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おいても予約本の引き渡し、返却ができ

るよう今現在はなっております。

　また、昨年１２月からインターネット

から蔵書の予約もできるようになってお

りまして、本市の地理的特性から申し上

げましても、まずは現行での運営をしっ

かり引き継いでもらい、利用者の利便性

及びサービスの向上を図ってもらうこと

を、まずは優先に考えておりますが、指

定期間は５年間ございます。

　まず、平成２３年度におきましては、

民間運営のよさ、あと独自のカラーを出

してもらいつつ、平成２４年以降に年度

協定を結ぶ中で、教育委員会、指定管理

者との双方で協議し、検討してまいりた

いと考えておりますので、御理解のほど

をお願い申し上げます。

○柴田繁勝委員長　野原委員。

○野原修委員　一応、今いろいろお願い

したり、質問したことは、また決算のと

きに検証させていただきますので、１点

だけ考え方をお聞かせ願いたいと思いま

す。

　奨学資金貸付なんですけれど、これは、

高校へいく、高校のいろいろな形の援助

という形で多分つくられてやられている

と思うんですけれど、今、現政権がどう

いう形になるかわからないですけれど、

高校無償化という状況のもとで、この制

度が今後とも必要なのかどうか。違うん

だったら教育長も就学支援のところで答

えられましたような形で、本当に有効な

手の届くような形の制度に、変更する必

要があるんじゃないかなとは考えるので

すけれど、その辺のところの考え方をお

聞かせください。

　ほかに関しましては、今、就学前のと

ころもそうですし、教育相談所もそれぞ

れ努力していただいた形で、本当にいい

方向に進んでいると思います。

　ただ１点、食育に関しては、余り取り

上げられてないというか、注目されてい

ないというか、ここの食育は大切な問題

と思いますし、やはり就学前にしまして

も、やっぱりこれから入学するときに、

お母さんにどういう形の朝ごはんをつくっ

て子どもたちを小学校に入学させるか、

その辺の必要性。

　昔、私がちょっと小学校のほうにお伺

いして、お話しをさせてもらった校長先

生から話があったんですけれど、そこは

食育がすごく発達してて、そこの献立表

なんかを子どもに持って帰らせて、お母

さんにそういう形のレシピを渡すような、

そういう小学校で取り組みをされてと思

います。

　だから、そういう形のところで、やっ

ぱり食育という形の考え方、これはもう

親子関係の一番大切なところで、子ども

がいかにまっすぐに育つかというのは、

どんだけ愛情を受けているかというのは、

やっぱり就学前教育にもつながりますし、

学校教育にもつながっていくと思います

ので、この辺にも特に注目して、今後と

もやっていっていただきたいと思います。

　これで、３回目を終わります。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、３回

目の御質問に御答弁申し上げます。

　高等学校奨学金制度についてでござい

ますが、御承知のとおり、第４次の行財

政改革実施計画の見直し項目としてあがっ

ております。先ほども少し御答弁させて

いただきましたが、公立高等学校の授業

料相当額を貸与するという形で長きにわ

たって運用させていただいております。

　この授業料が、国及び大阪府の支援制

度によりまして、公立高等学校は実質無

償化ということになっておりますし、私

立高等学校につきましても、大阪府の大
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幅な支援ということもございまして、年

収ベースで６１０万円の方々までは、私

立の高等学校についても実質的には無償

化に近いような形になっております。

　それとあわせまして、大阪府の育英会

の奨学金の貸与制度というものが、まだ

現在も残っております。したがいまして、

その部分を総合的に考えましたときに、

現在の授業料相当額の貸与を行うという

現行の制度については、一定役割を終え

たものというふうに考えております。

　しかしながら、子どもにかかる学習費

と、就学援助のところでも少し議論のあ

りました低所得化という部分を踏まえま

したときに、市の政策として、やはり低

所得の方々に対する何らかの支援という

ものは、必要になってくるだろうという

ことでは認識をしておりますので、その

辺りを踏まえながら見直しについて、今

後詰めていきたいというふうに考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩をいたします。

（午後２時３７分　休憩）

（午後２時３８分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　議案第１８号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　議案第１８号、摂

津市民図書等協議会条例制定の件につき

まして、補足説明をさせていただきます。

　議案参考資料（条例関係）の１ページ

及び２ページもあわせて御参照ください。

　現行の摂津市民図書館協議会は、図書

館法第１４条に基づき、摂津市民図書館

長の諮問を受け、摂津市民図書館の事業

について館長に意見を述べる機関として

設置しております。

　市民図書館及び鳥飼図書センターにつ

きましては、平成２３年４月１日から指

定管理者が管理運営いたします。これに

よって、図書館長が民間の館長となりま

すが、教育委員会の附属機関である図書

館協議会が民間館長の諮問機関、意見具

申機関となることについて、条例上整理

する必要があること。公立図書館の運営

に住民の意思を反映する制度として、図

書館協議会は今後も必要であること。指

定管理者による市民図書館及び鳥飼図書

センター２館の図書館運営について、評

価モニタリングする第三者機関としての

役割を持たせること。以上の３点などを

勘案し、指定管理者制度導入後の市民図

書館及び鳥飼図書センターの適切な管理

運営を図るため、新たに教育委員会の諮

問機関として「摂津市民図書館等協議会」

設置のための条例を制定するものでござ

います。

　本条例は、平成２３年４月１日から施

行するものとし、あわせて現行摂津市民

図書館協議会条例を廃止するものでござ

います。

　また、今回廃止いたします摂津市民図

書館協議会にかかる委員の任期は、条例

廃止に伴い、平成２３年３月３１日に任

期が満了することとし、今般の条例の廃

止及び制定に伴い、議案参考資料２ペー

ジにあるとおり、「特別職の職員で非常

勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」

別表中、「市民図書館協議会委員」とあ

るのを「市民図書館等協議会委員」に改

め、一部を改正するものでございます。

　以上、議案第１８号の補足説明をさせ

ていただきます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、摂津市民図書

館等協議会条例制定の件で質問させてい

－43－



ただきます。

　今、御説明いただきましたが、この４

月から指定管理者制度が図書館で導入さ

れるということで、民間の館長の諮問機

関ではちょっとまずいよということで、

教育委員会の諮問機関として改めて再編

成をされるというようなことだというふ

うに思います。

　改めて、ちょっとこれまでの名称で言

いますと、図書館と協議会の間に等とい

う１文字が入っただけですけれども、中

身的には大分大きく変わるのかなという

ふうに思いますので、その点、御説明を

いただけたらと思うのですけれども、こ

れまでの図書館協議会と今度の図書館等

協議会で役割、今少しお話がありました

が、メンバーであるとか、それから開催

の時期であるとか、それから新たに役割

が今指定管理者に対するモニタリングや

評価というものも、つけ加えるというお

話でありましたけれども、もう少しその

点について御説明をいただけたらと思い

ます。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　安藤委員の１回目

の御質問に、お答え申し上げます。

　４月から、民間の指定管理者の運営に

なるわけですけれども、第三者機関、モ

ニタリング等の部分を含めた新しい機関

ということで、二館あわせて市民図書館

等協議会になるわけです。今までは、市

民図書館、１館だけの市民図書館長の諮

問機関だったわけなんですけれども、今

回は二館あわせての第三者機関という形

の部分で設立させていただきます。

　委員の構成でございますが、条例上で

いいましても１０名以内と。今、現行の

委員におきましても一応１０名でござい

ます。

　所属等の構成につきましては、条例で

も謳っております学校教育関係者、学識

経験者、社会教育関係者、家庭教育関係

者ということで、四つの部分が第３条で

定めた部分でございます。この部分にお

きましても、第５項の部分で、前項にか

かわる部分でどういう委員を委嘱するか

につきましては、今の予定から申します

と、市民公募を含めた２名を入れた各関

係者から２名ずつ、約１０名を想定して

おります。

　その市民公募等の日程、スケジュール

なんですけれども、一応、４月から委員

の公募等を開始させていただきまして、

できましたら７月１日には委嘱させてい

ただいて、第三者機関の役割を担ってい

ただくと、このようには考えております。

　大きく役割といいますと、第三者機関

なので、今度は教育委員会に対してしっ

かり意見を言っていただいて、市民図書

館等が行う運営管理、行事等を検証して

いただいて、しっかりモニタリングの中

で意見を言っていただくと、そのように

は考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　今までは、図書館法に基

づいて設置されていた図書館協議会、こ

れが指定管理者との関係で教育委員会か

らの諮問機関という形になるわけですが、

法的な位置づけというのはどのようにか

わるのか、お聞かせいただきたいという

こと。

　それから、第三者機関として指定管理

者が、適正に摂津市の図書館の運営につ

いて方針に則っているのかとか、市民の

評価とか、あわせて指定管理者に対する

モニタリングをやっていくということで

ございますが、これまでの図書館協議会

のメンバープラス市民の公募ということ

になっておると思います。そういったメ

ンバーで、第三者機関としての役割をど
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のように果たしていけるのかなと。その

点、第三者機関として、どんなことを具

体的にモニタリングをしていくのか。こ

の間も議論をしてまいりましたけれども、

当該行政サービス等に応じて、専門家の

意見も聴取しているかというようなこと

も、総務省の留意事項の中には含まれて

いるわけですが、その協議会のメンバー

の中に専門家の方がいらっしゃるとか、

若しくは専門家に聞くというような場合

があるのか、そういったこともちょっと

どんなふうに考えていらっしゃるのか。

　それから、どうしても図書館協議会、

今までもそうですが、学校関係者、社会

教育関係者、利用者であった人とＰＴＡ

のほうに役職が回ってきたりということ

で、機能を果たしていなかったというこ

とは言いませんけれども、きちんとやっ

てこられたかと思いますけれども、充て

職というような意味合いというのもあっ

たかと思うんですね。

　ただ、今後、第三者機関として教育委

員会からの諮問を受けて、意見を教育委

員会のほうにあげていくという点でいき

ますと、少し機能強化というものも必要

なのではないかなというふうに思います

けれども、その点についてもお聞かせを

いただきたいと思います。

　協議会は、今、公募が４月に行われて、

７月１日ぐらいに委嘱して、協議会を開

きたいということでありますが、年間ど

のようなスケジュールでやっていこうと

されているのか、お聞かせいただけたら

と思います。

　それから、もう一つ、先般の議論の中

で、図書館に対する第三者機関として、

そこの中に指定管理者と教育委員会とそ

れから図書館等協議会のメンバーが入っ

ての第三者機関を設けるというような御

説明を受けたような気がするんですけれ

ども、それとは別に図書館等協議会が第

三者機関としての役割を果たすのか。そ

の辺、少し私、こんがらがっております

ので、ちょっとその点、もう一回整理し

て教えていただけたらと思います。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　ちょっと１回目で

不足していた部分がございます。開催な

んですけれども、まず１点目は。

　開催につきましては、想定しているの

は年３回でございます。

　あと、今言われましたように、指定管

理者と教育委員会との協議の場が、一つ

は基本協定の中にも盛り込んでおります。

それと、市民図書館等協議会、これは分

かれております。機関としては分かれて

おります。あと、機関の中で分かれてお

りますけれども、モニタリングに関する

要項、前回説明させていただいたとは思

いますけれども、モニタリングの要項の

中で、実施者としましては指定管理者、

教育委員会、第三者、これは施設利用者

ということで、第三者機関の図書館協議

会等協議会のメンバーを構成させていた

だくと。その中で、実施時期は定期また

は不定期ということでお答えさせてもらっ

たと思うんですけれども、実施方法とし

ましては、どういうふうに検証していく

と言いますと、報告書、指定管理者のほ

うからヒアリングを受ける、アンケート

を書いていただく、教育委員会が図書館

等立入等で確認していくと。

　あと、指定管理者のほうでは、教育委

員会に対して業務報告書の提出、図書館

利用者へのアンケート調査等を行ってい

ただくと。そういった部分を含めまして、

双方で協議して、図書館が行う図書館奉

仕事業等について、検証を行っていくと

いうことでございます。

　あと、公募の部分ですけれども、今現
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在は公募ではなく、各団体のほうから推

薦をいただいたメンバーの中で、構成し

ておるわけなんでございますけれども、

あと、今回市民公募ということで、４月、

５月に実施させていただいて、約２名を

市民公募から求めるつもりでございます。

この分については、できましたら家庭教

育関係のそういった家庭教育支援活動家

とか、そういった方を想定しております。

　あと、委員の中のどういったメンバー

の中から、モニタリングに関する検証等

の専門的な御意見をいただく件につきま

しては、今現在、学識経験者も含めまし

て２名おられます。そういった方の部分

と、実際に図書館を利用されて、市民ボ

ランティア団体、そういった読み聞かせ

の団体等の委員も１名おられますし、そ

ういった方の視点、専門的な視点も含め

まして、図書館運営に関しての御意見を

いただいて、教育委員会として意見をも

らうと。それを検証していく機関として、

第三者機関の市民図書館等協議会が設立

されるとこのように認識しております。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　最初に、法的には

という御質問があったかと思いますけれ

ども、今回、提案説明でも説明させてい

ただきましたけれども、図書館法第１４

条という部分につきましては、摂津市民

図書館長の諮問機関ということではなく

なりますので、図書館法という法的な縛

りというのはなくなります。

　ただ、今回、この条例をあげさせてい

ただきましたのは、基本的にはこれまで

の公的な図書館法による図書館協議会の

内容と、何ら全く変えないということで

考えております。それプラス、法的に条

例上整理しないといけないということと、

それから第三者機関の役割を果たしてい

ただくということで、それがプラスになっ

たというようなことでお考えいただきた

いと思います。

　それから、専門家に聞くという話がご

ざいました。これは、条例の中でも学識

経験者ということがございますので、こ

の学識経験者をもって充ててまいりたい

というふうに考えております。

　それから、現行の図書館協議会の中に

は、割合に、社会教育関係者の委員が多

いというようなことにもなっておりまし

て、この運営につきましては、各団体か

らの、先ほど充て職という話がございま

したけれども、各団体から選任された方

が入っておられるというようなこともあ

ります。

　今後、この図書館等協議会につきまし

ては、充て職ではなく、社会教育関係者、

それから学校教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者というような

ことで、それぞれのいってみたら人を対

象に選任してまいりたいと考えておりま

す。

　ですから、現行ＰＴＡの例えば役員の

方が入っておられますけれども、ＰＴＡ

の役員ですと１年に１回交代されるとい

うようなこともございます。そういった

ことから、この委員につきましては、２

年の任期ということになっておりますか

ら、そういったところで継続的に委員と

して入っていただける方、それから学校

教育の関係者におきましては、校長会の

推薦というふうになってますけれども、

今考えているところでは実際に、そうい

う学校図書の業務に当たっておられる方

が好ましいのではないかというふうには

考えております。

　いずれにいたしましても、市民公募も

含めまして五つの分野、１０人というこ

とでございますけれども、今具体的には

どなたということが決まっておりません
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し、現行の図書館協議会の方が全く外れ

るということも考えておりません。そう

いうところは、新たな条例をもとに選任

してまいりたいというふうに考えており

ます。

　それから、前回の第４回の定例会であっ

たかと思いますけれども、第三者機関に

評価モニタリングをしていただくという、

私、答弁いたしました。この機関とその

ときの答弁の機関とは別のものか、同一

のものかという御質問でございましたけ

れども、この図書館等協議会をもって第

三者機関として充てたいというふうに考

えております。

　それから、この図書館等協議会の役割、

評価モニタリングの役割なんですけれど

も、指定管理の部分で、経営の部分につ

きましては政策のほうで、そういった外

郭団体だけになるのかどうかわかりませ

んけれども、団体の経営についての評価

モニタリングは政策推進課であると。

　我々、教育委員会の図書館等協議会に

おきましては、図書館の事業そのものが

指定管理者として、公立図書館の役割に

あった運営をしていただいているかどう

かということを、評価モニタリングして

いきたいというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　御説明いただきまして、

大体わかりました。

　思うんですけれども、今回も直営から

指定管理者制度になって、先ほども館長

のほうからも３月１５日付けの広報で、

４月からますます便利になりますという

ことで広報もされているんですけれども、

直営でできなかったことが今度は民間で

指定管理者にお願いすることによってで

きるようになったと。

　それは、民間のノウハウを活用して、

市民サービスを上げるというようなこと

から当然、サービスがよくなるというの

はいいことだとは思うんですけれども、

市として、これまで自分たちができなかっ

たものが、民間にお願いして、それを市

の方ができなかった立場の側が、お願い

してできるようになったような団体に対

して、どのようにチェックができるのか、

その辺が心配なんですね。その点も、ちょっ

と率直に疑問に感じる部分はあります。

それをどのように払拭していくのかとい

うことで、恐らくいろいろ工夫もしてい

らっしゃるでしょうし、法的には図書館

協議会設置義務がないものも、やはり同

じような機能プラス第三者機関という役

割を持たせて、専門家の声も聞きながら

やっていこうということでやられている

んだと思うんですけれども、教育委員会

として、図書館等協議会のほうにどういっ

た項目で、こんなところは見てください

というような諮問の内容というものを練

られているのかどうか。

　ただ、漠然と集まっていただいて、ど

うですかというふうにやるものなのかど

うか、その辺の諮問された後の協議会の

ほうも、ぱんと渡されても、やはり相手

の指定管理者の方というのはプロで専門

家ですから、やっぱりチェックする項目

というのは、逆に先方のほうがよく知っ

てはるんじゃないかなという面もあるん

です。

　そうすると、先ほども議論もあります

が、主導権が市教育委員会から指定管理

者の側に移っていく中で、本当にチェッ

クしなければいけない、モニタリングし

なければいけないところで、市教育委員

会の側のほうがだんだん弱くなっていく

ことも心配されると思いますので、その

点の注意事項等をどのように認識してい

らっしゃるのか、ちょっと最後にお聞き

しておきたいというふうに思います。
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　第三者機関は先ほども館長からも、そ

れから部長からもお話がありましたが、

協定書の中にある事業者の方と市教育委

員会と、それから利用者の代表として図

書館等協議会のメンバーにが入ってやる

というチェック機関もありながら、同時

に図書館等協議会が同じように、大切な

機関としての役割も担うということであ

りますから、二重のチェック、モニタリ

ング評価、同時に市民の声を図書館運営

に評価していくんだというようなことで

認識したわけですけれども、そのとおり

でいいのかだけ、その２点、ちょっと最

後に聞かせてください。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　再度、３回目の御

質問にお答え申し上げます。

　第三者機関の役割を果たしてもらう部

分なんですけれども、指定管理者の一番

重要としているのは、利用者の視点、サー

ビスの向上、サービスの低下を招かない、

そういった利用者本位の視点をまずしっ

かりと平成２３年度で引き継いでいただ

きたいと、このように考えております。

　あと、相手はプロといいますけれども、

まず、やっぱり１年目からいきなり独自

のカラー、自分ところのカラーをすっか

り出せるわけでもないわけですから、ま

ずは今まで市直営でやってきました事業

も含めて、市民図書館と鳥飼図書センター

がやってきたやり方とか、そういった部

分も含めまして、しっかりと利用者の視

点になって引き継いでいただいた中で、

サービスの低下を招かないということで

考えております。まずは、やっぱり利用

者視点に則って、サービス向上を目指し

ていただくと、このように考えておりま

す。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　今、御説明いただきまし

た、利用者のサービスの低下にならない

というのは当然のことだと思いますので、

お願いしたいと思いますが、例えば、市

民の声を生かしていくこと、声を図書館

運営に生かしてもらいたい。

　これまで直営であれば、仮にこういう

こともやってほしいということについて、

図書館長に諮問、意見があがって、図書

館が図書館長はじめ、教育委員会の皆さ

んが直接議論をして、それなら、取り組

みましょうというのが、いうたら、一本

で済んだものが、これから指定管理者と

の契約もありますので、それが教育委員

会や諮問機関からそういう意見を受けて、

今度指定管理者と交えた中での市民の声

はこうですよということで、こういう反

映をぜひしてほしいということで、指定

管理者と協議をしたりとか、相談をして

いくというようなところで２段階になっ

てくるかと思います。そこには当然その

市民サービスの向上ということで、指定

管理者のほうもそれに応えようという姿

勢は当然あるかと思いますけれども、そ

こに費用が発生してくるような場合も中

にはあると思うのですね。

　契約は、債務負担行為で５年間の契約

をされているわけなんですけれども、そ

の費用が発生した際に、協議事項とか、

その点、市民からこういう声があがって、

これは皆の声なんやと、やってもらうの

は協定書にはなかったけれども、ぜひやっ

てほしいというときの費用が発生した場

合の取り決めですとか、その費用の中で

やってもらうとか、そういったところま

で話ができているのかどうかだけ、ちょっ

とそれももう一回最後の確認が２度あっ

て申し訳ないですけれど。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　指定管理期間は５

年間ございまして、毎年管理経費の支払
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いということで、年４回支払うわけでご

ざいます。

　あと、市と指定管理者の関係なんです

けれども、指定の期間中に賃金水準とか、

物価水準の変動により、当初合意してい

ますけれども、指定管理料の額が適切な、

本業務の履行の対価でなくなったと認め

るときは、相手方に対して、指定管理料

の額の変更を申し出ることができるとい

うことを、協定書の中で項目を設けてお

ります。その申し出を受けた場合につい

ては、双方が協議に応じなければならな

いと。それと、変更の要否及び変更金額

等についても、協議しながら決定するも

のという項目を基本協定書の一項目の中

で設けております。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　先ほど、図書館等

協議会が評価モニタリングできるかとい

う話がございましたけれども、私ども、

これから指定管理者と細部について協定

書を結びます。

　その中で、こういった仕様書も提示し

て、この業務についてやってくださいと

いうことで結びますので、新しい図書館

等協議会の委員につきましては、公立図

書館の役割を十分理解していただき、こ

の仕様書等も示して、この仕様書に沿っ

て指定管理、図書館運営をしておられる

かどうか、そういったところをモニタリ

ングしていただくということになろうか

と思います。

　それから、その費用の発生の問題です

けれども、こういった仕様について協定

書を結んで、その仕様の中身について、

市民の方から指定管理者としてその業務

を全うしてないというようなことがござ

いましたら、それは費用が発生するとい

うことなくして、これは指定管理者のほ

うで改善していただく項目であろうと考

えております。その分については、費用

は発生しない。ただ、私どもが年度の途

中で何か新しい事業をやってくださいと

いうようなことが出てまいりますと、双

方協議して、指定管理料を改めるという

ことになろうかと思いますけれども、少

なくとも、年度年度で年度協定書を結び

ますので、その中で債務負担が５億円と

いうことで結んでおりますけれども、当

初年度は９，２２４万円だったと思うん

ですけれども、そういった金額で契約し

ております。ですから、その分はこの５

年間の中に、摂津市として新しい事業を

やっていただきたいというようなことが

出てまいりましたら、その分は費用は発

生するであろうというようなことも考慮

いたしまして、債務負担については５億

円ということで結ばせていただいたとい

うようなことでございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　御説明いただきましたの

で、大体わかりました。

　指定管理者制度がスタートするわけで

すので、指定管理者をすることによって

の弊害というものを考慮しての第三者機

関ということでありますので、その弊害

が表に出ないように、この図書館等協議

会が運営されることを期待したいと思い

ます。

　同時に、当然、市民の公募も募るわけ

ですし、市民のサービス施設のことです

ので、当然、協議会の中身については公

開であり、中身の公表というのもしっか

りとしていただくように確認の意味で要

望としておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　ほかに、質疑はあり

ませんか。

　南野委員。

○南野直司委員　摂津市民図書館等協議

会の設置の条例設定ですけれども、私の
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ほうから二つだけ、要望という形でさせ

ていただきます。

　安藤委員からもありましたけれども、

この協議会を開催していくに当たっての

ホームページ等々で、議事録のまた公開

等々を検討していただいて、多くの方に

そういうことを公表していくということ

が大事であると思います。

　もう一点は、この３月１５日の広報で

出されましたけれども、図書館がますま

す便利にということで、この中では開館

日がふえた、それから時間の延長等と、

これは本当に市民の皆さんの声によって

今まで図書館は、４月から指定管理です

けれども、市民図書館、鳥飼図書センター

として、市民サービスの向上に向けて、

一生懸命取り組んでいただいてまして、

今回はこういうサービスの向上がとれた

ということで、公表していただいている

んですけれども、この条例の第３条の中

の委員の構成ですけれども、１、２、３、

４、５ありまして、中身はわかるんです

けれども、例えば、今、ボランティアで

各学校等々、活動していただいているボ

ランティア団体の方の声とかありますね、

しっかりとここに反映するように僕はし

ていかなあかんの違うかなと思う。

　例えば、今ちょっと数字を忘れました

けれども、７人、１０人以上の団体のボ

ランティアグループの方には、１か月以

上、本を貸し出せるとか、確かあったは

ずなんです。少人数でされている団体の

方には、２週間ぐらいだったと思います。

そういう声を聞いて、多くのそういった

取り組んでいただいている方が、取り組

みやすいように今後もそういうようにし

ていただきたいなと。もちろん、図書館

はプロの方ですから、ノウハウは御存じ

だと思います。ただ、そういった関係団

体の連携という部分で、更に向上します

ように、どうか検討していただいて、そ

ういう専門的な方を委員に入れていただ

いて、その声を反映できるようにしっか

り取り組んでいただきたいなと思います。

　以上、要望です。

○柴田繁勝委員長　ほかに、ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩をいたします。

（午後３時１０分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　議案第２２号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩をいたします。

（午後３時２９分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　議案第２５号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩をいたします。

（午後３時３１分　休憩）

（午後３時３２分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　議案第１９号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　これは、予算審査のほう

でもお聞きしておりました。教育研究所
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から教育センターへということで新しい

場所で既にオープンされておるわけです

けれども、機能も強化されるということ

であります。

　現地のほうも、先日見せていただきに

伺ってきたんですけれども、今までの教

育研究所が担ってきた教育相談、それか

らこども育成課が担ってきた、就学前の

子どもたちを含めての児童相談、更には、

教科等の教科書センターであったりとか、

それから学習の指導上のさまざまな研究

機関としてスタートしていくわけですけ

れども、予算のときもお聞きしたかと思

いますが、そのキャパシティの問題です

ね、それから会議室等の運用の問題であ

るとか、それから、見せていただきまし

たサーバーの部屋がありまして、各学校

とつながれているコンピューターのあの

サーバーですね、バックアップされる、

当然、熱をもつものになるかと思います

が、その辺の安全上の問題であるとか、

それから、今回の地震でそういう情報が

集まっているところでの災害に対する予

防ですとか、それから災害のあったとき

の復旧の状況であるとか、その点につい

てお聞かせをいただきたいなと思います。

　それから、施設面で、新たに建設した

ものではありませんので、今後の課題に

なってくるのかと思いますけれども、こ

れまでもあの施設というのはバリアフリー

化の面でいうと、いろいろ問題のある建

物ではなかったかなというふうに思うん

ですね。１階部分が障害センターという

ことになりますし、２階に上がるにして

も、階段であったり段差というのが幾つ

か見受けられるんですけれども、その点、

今後の教育センターを訪れる方々、小さ

いお子さんから障害を持っておられる方々

も含めて、来られる方がふえてくるかと

思いますが、その点の施設のバリアフリー

の面について、お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

○柴田繁勝委員長　それでは、以登田参

事。

○以登田教育総務部参事　まず、キャパ

シティの問題ということで、部屋の利用

等でございますけれど、いわゆる主宰事

業にしましても、大勢集まるようなもの

につきましては、近隣のコミュニティプ

ラザだとか、三宅柳田のホールを借りな

がら、全体の大きなものというか、たく

さん人が入るようなものにつきましては、

そういうような回し方をしていくという

ことで対応したいと思っております。

　それから、サーバーの部屋でございま

すけれども、これは、クーラーをずっと

つけて、熱がこもらないような方策では

しておるところでございます。

　それから、施設面でバリアフリー化の

問題でございますけれども、これは、バ

クの家のほうと協議いたしまして、一番

表のところにインターホンがございます、

そこで連絡もらえましたら、バクのほう

のエレベーターを使って、２階若しくは

３階のほうへ、必要な部屋のほうへそこ

を通りまして、バクのエレベーターで移

動するというような形にしております。

　サーバーで、地震も含めた災害への備

えということでございますけれども、サー

バー自身には無停電装置というのをつけ

ておりまして、それで、しばらく電気が

とだえたようなところでもバックアップ

というところでは、今直近のものがストッ

プしましても、一つ前のところまではバッ

クアップ機能がついているということで

ございます。

○柴田繁勝委員長　平尾参事。

○平尾教育研究所参事　サーバー室のこ

とについてお答えさせていただきます。

　先ほど参事が申しましたように、エア
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コンをつけまして、年中気温を同じにし

て安全を図っております。

　それと、あと地震等につきまして、先

ほど申しましたように無停電装置をつけ

ておりまして、急な停電につきましては、

その場ですぐにそちらのほうが働きまし

て、すぐに電気が切れるというようなこ

とはございません。

　二重の自動バックアップをつけており

ます。ＤＶＤにも当然入るようになって

おりまして、学校から集められた情報に

つきましては、そのバックアップ装置の

中で保守をしてまいっていきます。

　ただ、災害で、先ほどもありましたよ

うに、大きな津波であったりとか、あの

部屋が浸水したりとかいう場合について

は、ちょっとそこまではまだ私どもも業

者と詰めてはおりませんが、少々の地震

では大丈夫だということはこの前、業者

と話をさせていただいて、答えをいただ

いております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　機構改革の中の目玉が、

やはりその就学前教育と小中学校の教育

と一体化していくということとあわせて、

教育研究所の機能を強化していって、総

合的に子育ての相談を受けていくと、教

育の相談を受けていく。実践をより多く

の人に、摂津の教育の中身等を知ってい

ただくということがあるかと思いますの

で、教育センターが新しい場所で、新し

い機関として役割を発揮していただくよ

うに、ぜひ努力をしていただきたいなと

いうふうに思います。

　それから、施設面というのは、これか

らいろいろな課題になってくるかと思い

ますが、これまでもバクの家のほうのエ

レベーターを活用して、以前はウィズ摂

津として活用されてきていたかと思いま

すが、フロアの面でも、やはり段差、ト

イレに来るときでも段差があったりとか

いう面というのは、幾つかある建物です

よね。把握していらっしゃるかと思いま

すが、多くの児童や子どもたち、小さい

お子さんも来られると思いますし、乳母

車で小さい子どもを乗せられて来られる

方もいらっしゃいますし、今後、そうい

う施設面も含めて、ぜひ、皆が寄れるよ

うないい教育センターにしていただきた

いなというふうに思います。期待を込め

てお願いとしておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　ほかに質問はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　それでは、質疑を終

わります。

　暫時休憩をいたします。

（午後３時３８分　休憩）

（午後３時４０分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

　討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　賛成多数、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　続いて、議案第９号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本
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件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後３時４１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　　文教常任委員長 　柴 田 繁 勝

文教常任委員  野 原 　 修
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